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競争セーフガード制度に基づく検証結果（２００８年度）（案）に関する意見及びその考え方 

 

総論 

意   見 考  え  方 

意見１ 競争セーフガード制度を通じＮＴＴグループによる多様な公正競争上の問題事例が検証され

ることは有意義であるが、昨年度から懸念事項が継続されている場合には、より踏み込んだ検証

を行い、追加的措置を講じることが必要。現行の公正競争ルールそのものを見直し、ＮＴＴの組織

の在り方に踏み込んだ抜本的な措置に向けた議論を早急に開始すべき。 

 考え方１ 

■ 【はじめに】 

競争セーフガード制度の目的は、「公正競争要件の有効性を定期的に検証すること」とされていま

すが、本来「セーフガード」は問題を未然に防ぐための安全装置・保護装置です。昨年度に引き続き、

本年度の検証において、所要の措置を要請するに至らず「注視する」とされた事項がありますが、「注

視する」のみでは既に発生している問題の悪化を招きかねません。したがって、昨年度から懸念事項

が継続されている場合には、より踏み込んだ検証を行い、問題がある事項について、ＮＴＴ東・西に公

正性担保のための措置等を講じさせることが必要です。 

また、行政指導を踏まえて講じられたＮＴＴ東・西による措置については、単にＮＴＴ東・西からの報

告が行われたのみであり、当該措置が適切にとられたかどうか、検証が行われていない状況です。

そのため、本年度の検証においても、昨年と同様の懸念事項が多く指摘されており、事態は依然とし

て改善されていません。競争セーフガード制度の実効性を担保するためには、ＮＴＴ東・西による自己

申告に頼るだけでなく、ＮＴＴ東・西が公正競争を担保するために必要な措置を適切にとり、正しく運

用されているかを、客観的に検証できる仕組みが必要です。 

 現行制度の枠組みでは、ＮＴＴグループの市場支配力を排除することに限界があるため、現行の公

正競争ルールそのものを見直し、抜本的な措置に向けた議論を早急に開始すべきです。ボトルネッ

ク設備に起因するアクセス回線の公正競争上の問題、持株体制を基盤としたグループドミナンスの

問題を抜本的に解決しないまま、ＮＴＴ東・西の事業領域の拡大（ＩＳＰ事業）やＮＴＴグループ内連携

（ＦＭＣ、放送等のサービス）を容認すべきではないと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 競争セーフガード制度（以下、「本制度」という。）を通じ、NTT グループによる多様な競争上の問題

事例が網羅的・体系的に収集・検証される機会が得られることは、公正競争環境確保の観点から非

常に有意義なものと考えます。弊社共としましては、総務省殿において引き続き本制度の運用等を通

じ、競争上の問題解消に向けて取り組みを行って頂きたく、この点、今回昨年度に引き続き NTT グ

ループに対して 3 項目の措置の要請がなされる見込みとされたことは、一定の成果として評価される

べきものと考えます。 

■ 競争セーフガード制度は、ＰＳＴＮ（回線交換網）からＩＰ

網へのネットワーク構造の変化や市場統合の進展が見

込まれる中、電気通信事業法（以下「事業法」という。）に

基づく指定電気通信設備制度及び日本電信電話株式会

社等に関する法律（以下「ＮＴＴ法」という。）に関連したＮＴ

Ｔグループに係る累次の公正競争要件の有効性・適正性

を確保するため、これらを定期的に検証する仕組みとし

て運用するものである。 

０８年度の検証結果においては、公正競争を確保する

上で特に懸念が認められる事項に関し、東日本電信電話

株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東

西」という。）に所要の措置及び報告を求めること等を盛り

込んだところであり、本検証結果を踏まえ、速やかに所要

の措置を講じる。 

また、本検証結果においては、ＮＴＴ東西による措置が

徹底されない場合に公正競争を確保するための要件等

に抵触する又は潜脱するおそれがある事項に関し、NTT

東西による当該措置の運用について引き続き注視してい

くこと等を盛り込んだところであり、０９年度の競争セーフ

ガード制度の運用等を通じ公正競争確保上の問題が認

められる場合には速やかに所要の措置を講じる。 

 

■ なお、ＮＴＴの組織問題については、「ブロードバンドの

普及状況やＮＴＴの中期経営戦略の動向などを見極めた

上で２０１０年の時点で検討を行い、その後速やかに結論

を得る」（「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」
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一方、本年度の「競争セーフガード制度に基づく検証結果（2008 年度）（案）」（以下、「検証結果案」

という。）において、「注視」とされた事項については、その取り扱いについて改善の余地があるものと

考えます。本年度は本制度が運用されて 2 年目となりますが、昨年度来、競争事業者から問題と示

された事項において、引き続き「注視」するとされているものがある状況です。連年注視を続けている

のみでは問題は残置され、実質、問題解決に必要な検討の先送りという結果しか生じず、本制度の

目的の達成が難しくなるものと考えます。従って、「注視」とされた事項について、例えば「注視」を 2

回受けた事項は、自動的に「指導」事項の扱いとする等、「注視」の定義・位置づけを明確化し、NTT

グループにおける自発的な改善を促す仕組みとする必要があると考えます。 

また、検証結果案においては、項目毎に「指導」「注視」といった評価がなされていますが、「競争セ

ーフガード制度の運用に関する意見募集（2008 年度）」に対する弊社意見書（2008 年 8 月 25 日）

（以下、「弊社意見書」という。）でも述べたとおり、個々の事案が総体的に公正競争にマイナスの作

用を生じ得る点にも着目しなければ本質的な評価を見誤るものと考えられることから、項目別の検証

結果のみならず、総合的な検証結果と、それを踏まえた上での必要な措置を講じて頂きたいと考えま

す。 

加えて、個々の事例の検証においても、競争事業者側での立証に限界がある中、NTT グループ各

社の主張に依拠するのみでは、公正な評価が不可能であることから、検証にあたっては、各事業者

から寄せられた情報に加え総務省殿におかれてもさらに踏み込んだデータ収集・調査等を実施し、そ

の結果も踏まえて評価をして頂きたいと考えます。 

・  今年度の検証結果案においては、昨年度に引き続き、今年度もこのような指導措置事項が存在し、

また、昨年度指導措置がなされたにもかかわらず依然事業者からの指摘事項が多数存在している

状況です。さらに指摘事項に関しては、NTT 東西殿本体に係る事例のみならず、NTT 東西殿が県域

等子会社等の子会社・関連会社を通じ、自社に課せられている規制を意図的に回避している疑いの

ある事例も見られます。これらのことは、本制度を含め電気通信事業法や日本電信電話株式会社等

に関する法律といった現行法令及び制度の運用のみでは、NTT グループと競争事業者間の公正競

争環境の確保に限界があることを示しているものと考えます。 

・  従って、これらの問題を抜本的に解決するためには、NTT の組織の在り方に踏み込んだ議論、対

処が不可欠であると考えられ、当該議論の早期開始を要望するとともに、本制度の運用の結果とし

て得られた成果については、NTT 組織の見直し議論に着実につなげることが必要と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

（０６年６月２０日））とされている。 

 

 

 

（１）第一種指定電気通信設備に関する検証 

ア）指定要件に関する検証 

意見２ 「現行制度の枠組み及び運用は、引き続き維持することが適当である」とする検証結果は適  考え方２ 
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当。 

 指定しない設備を具体的に列挙する方式（ネガティブリスト方式）を採用すべきか、端末系伝送路設

備の種別（メタル・光）を区別せずに指定すべきか、ＣＡＴＶ回線のうち電気通信事業に用いられない

回線等をボトルネック性の判断に含めるべきかという論点について 

 

■ 「昨年度の検証過程においても示されたものであり、今回の検証において、これらの意見に対する

考え方を変更すべき特段の事情は認められないことから、昨年度の検証過程で示した考え方を踏襲

し、指定要件に係る現行制度の枠組み及び運用は、引き続き維持することが適当である」とする検証

結果は適当であると考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 第一種指定電気通信設備の指定方式についてポジティブリスト方式を採用する場合、ボトルネック

性を有する設備であるにもかかわらず、一定期間指定されない場合が生じ得る可能性があり、公正

競争環境確保の観点から問題です。従って、検証結果案のとおり、引き続きネガティブリスト方式を

採用すべきと考えます。 

また、ボトルネック性の有無を判断する基準として用いられている加入者回線シェアの計算方法に

ついても、従来の考え方を変更する事情がないことから、メタル・光ファイバを区別せず、固定通信事

業において加入者回線総数の 50%を超える加入者回線を有する者に対し、当該設備並びに当該設

備と一体として設置される設備をボトルネック設備に指定するとする現行の方式を引き続き採用すべ

きと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 検証結果案に賛成致します。現行の指定要件の枠組み及び運用の維持は、今後のＮＷのＩＰ化や

ＮＧＮの進展の中においても、引き続き公正競争確保に有効であると考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

― 

 

 

意見３ セーフガード措置の有効性・適正性を検証するためには、昨年度の考え方を踏襲するだけで

なく、市場実態に即した具体的な検証を行った上で、指定する設備を具体的に列挙する方式の採

用や、端末系伝送路設備の種別（メタル・光）を区別して指定するといった見直しを行うべき。 

 考え方３ 

■ 競争セーフガード制度は、「ＰＳＴＮ（回線交換網）からＩＰ網へのネットワーク構造の変化や市場統合

の進展が見込まれる中、公正競争確保のためのセーフガード措置の有効性・適正性を検証し、当該

措置が市場実態を的確に反映したものとすること」を目的に創設されたものであることから、単に昨

年度の検証結果の考え方を踏襲するのでは検証としては不十分であると考えます。 

先般当社が提出した意見の以下の点について、市場実態に即した具体的な検証を行った上で、指

■ 本制度は、IP 化の進展に伴うネットワーク構造の変化

や市場統合の進展を踏まえ、公正競争確保のためのセ

ーフガード措置が市場実態を的確に反映したものにする

ことを目的として、指定の妥当性を毎年度検証することと

したものであり、市場実態の変化等を踏まえて適時適切
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定する設備を具体的に列挙する方式の採用、端末系伝送路設備の種別（メタル・光）を区別して指定

するといった見直しを行っていただきたいと考えます。 

■ 指定する設備を具体的に列挙する方式を採用すべきという論点 

・  サービス開始前に接続約款の認可又は告示改正等の行政手続きや、認可申請前の事前説明等に

「数ヶ月」を要していること 

・  その結果、熾烈な競争が繰り広げられているブロードバンド市場において、当社だけがお客様に対

して新サービスの提供や料金値下げが遅れることになり、当社を競争上極めて不利な立場に置くだ

けでなく、お客様利便を著しく損ねていること 

■ 端末系伝送路設備の種別（メタル・光）を区別して指定すべきという論点 

・  メタル回線（ＤＳＬサービス）と光ファイバ（光サービス）との間でサービスの代替性があることと、設

備のボトルネック性とは直接関係がないこと 

・  電柱・管路等の線路敷設基盤は、徹底したオープン化により、他事業者は、構築意欲さえあれば、

光ファイバを自前敷設することが可能であること 

・  光ファイバの敷設にあたって、当社は、メタル回線と光ファイバを別に敷設しており、他事業者より

も安く光ファイバを敷設できるわけではないため、当社にコスト面での優位性はないこと、また、他事

業者も計画的に光ファイバを敷設することにより、当社と同等の期間でサービス提供することは可能

となっており、当社に手続き面での優位性はないこと 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■ 競争セーフガード制度は、「ＰＳＴＮ（回線交換網）からＩＰ網へのネットワーク構造の変化や市場統合

の進展が見込まれる中、公正競争確保のためのセーフガード措置の有効性・適正性を検証し、当該

措置が市場実態を的確に反映したものとすることにより、事業法等の適切な運用を確保すること」を

目的に創設されたものです。 

   指定要件に関する検証にあたっては、ＮＴＴグループ以外の他事業者における固定・携帯事業の

融合化の動き、ＩＰ化の進展による県内／県間等の区分のないシームレスで多彩な新サービスの提

供等、情報通信市場を取り巻く環境変化を踏まえて頂く必要があると考えます。 

 

【指定しない設備を具体的に列挙する方式（ネガティブリスト方式） 】 

第一種指定電気通信設備の指定方法については、以下を踏まえ、「指定しない設備を具体的に列

挙する方式」から 「指定する設備を具体的に列挙する方式」に見直すとともに、指定電気通信設備

の対象とする具体的な基準を明らかにして頂きたいと考えます。その上で、第一種指定電気通信設

備については、規制当局が個別にボトルネック性を挙証できた必要最小限のものに限定して頂きた

いと考えます。  

① 殆ど全ての県内設備に事前規制をかける現行のネガティブリスト方式による第一種指定電気通信

に対応することが必要である。 

■ ＮＴＴ東西が主張するように、指定方法をネガティブリス

ト方式からポジティブリスト方式に変更した場合、ボトルネ

ック性を有する設備であるにもかかわらず一定期間指定

されない場合が生じ得るため、電気通信市場の健全な発

達が損なわれる可能性がある。 

   また、接続約款の変更認可等は、ボトルネック設備で

ある第一種指定電気通信設備について、その利用の公

平性確保を図る観点から、競争政策上定められたルール

であるが、これらの手続のために、ＮＴＴ東西が競争上不

利な立場に置かれるといった状況は見受けられない。 

   したがって、検証結果に示したとおり、指定要件に係る

現行制度の枠組み及び運用を引き続き維持することが適

当である。 

■ 端末系伝送路設備について、メタル・光の種別を区別

せずに第一種指定電気通信設備として指定することにつ

いては、①共に利用者から見て代替性の高いブロードバ

ンドサービスの提供に用いられていること、②既存の電

柱・管路等の共通の線路敷設基盤の上に敷設されてい

ること、③実態としてＮＴＴ東西はメタル回線を光ファイバ

回線に更新する際のコスト・手続の両面において優位性

を有していること等にかんがみれば、合理性があると認

められるところであり、検証結果に示したとおり、指定要

件に係る現行制度の枠組み及び運用を引き続き維持す

ることが適当である。 
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設備の指定方法を継続した場合、熾烈な競争が繰り広げられているブロードバンド通信市場におい

ても、サービス開始前に接続約款の認可又は告示改正等の行政手続きが必要となること 

② 認可申請前の事前説明にも一定の時間が必要となるため、お客様に対する新サービスの提供や

料金値下げを遅らせる原因となり、当社を他事業者との競争上不利な立場に置くことになるだけでな

く、今から花開こうとしているブロードバンド通信市場でのインフラ整備や新規サービス開発の芽を摘

むことによって、お客様の利便の向上を妨げること 

【端末系伝送路設備の種別（メタル・光） 】 

端末系伝送路設備については、以下を踏まえ、既に敷設済のメタル回線と、競争下で敷設される

光ファイバやＣＡＴＶ回線等のブロードバンド回線の規制を区分し、光ファイバ等のブロードバンド回線

については諸外国において非規制となっている状況等も踏まえ指定電気通信設備の対象から除外し

て頂きたいと考えます。  

① 端末系伝送路設備については、電柱等ガイドラインに基づく線路敷設基盤のオープン化や電柱の

新たな添架ポイントの開放・手続きの簡素化等により、他事業者が自前の加入者回線を敷設するた

 めの環境が整備された結果、他事業者の参入機会の均等性は確保されており、ブロードバンド通信

市場では、アクセス区間においても現に設備競争が進展していること 

  現に、光ファイバについては、電力会社が当社の約 2 倍の電柱を保有し、電力系事業者が相当量

の設備を保有する等、当社と熾烈な設備競争を展開していますし、ＣＡＴＶ事業者も、通信と放送の融

 合が進む中、電力会社や当社の電柱を利用して自前アクセス回線を敷設し、過去７年間で契約数を

1.6 倍の 2,986 万世帯（平成 20 年 3 月末。再送信のみを含む）に増加させていること 

② 今回の検証において踏襲すべきとされた昨年度の検証過程で示された考え方は、以下のとおり、

ボトルネック性の有無とは直接関係しないため、メタル・光を区別せずに指定を行うことに合理性が

あることの根拠にはならないこと 

 ・ メタル回線（ＤＳＬサービス）と光ファイバ（光サービス）との間でサービスの代替性があることと、設

備のボトルネック性とは直接関係がなく、別議論であると考えます。仮に、サービスの代替性に着目

するのであれば、少なくとも、後述するとおり、現にブロードバンド通信に使用されていないＣＡＴＶ回

線を光ファイバと区別して取り扱いながら、現にブロードバンド通信に使用されていないメタル回線を

光ファイバと一体的に取り扱うとしている現行制度を見直していただく必要があります。 

・  当社の光ファイバはメタル回線と同様、電力会社や当社の線路敷設基盤を利用して敷設されてい

ますが、当該線路敷設基盤は既に開放済であり、他事業者が光ファイバ等を自前敷設できる環境は

十分整っているため、既に敷設済のメタル回線の場合と異なり、他事業者も当該線路敷設基盤を利

用して現に光ファイバ等を自前で敷設しています。 

・  他事業者も計画的に光ファイバを敷設することで、個々のお客様からの申込みに対して当社と同

等の期間でサービス提供することは可能であるため、当社に手続き面での優位性はありません。 

   また、当社はメタル回線とは別に光ファイバを重畳的に敷設しており、メタル回線を保有しているこ
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とで他事業者よりも安く光ファイバを敷設できる訳ではないため、当社にコスト面での優位性もありま

せん。  

（ＮＴＴ西日本） 

 

意見４ ブロードバンドアクセスのボトルネック性の判断にあたっては、設備競争における競争中立性

を確保する観点から、ＣＡＴＶ回線（今後ブロードバンドサービスの提供が可能なものを含む）や今

後新たな技術革新が期待される高速無線アクセス等を含めた見直しを検討すべき。 

 考え方４ 

■ 【ＣＡＴＶ回線のうち電気通信事業に用いられない回線等について】 

多くのＣＡＴＶ事業者が、お客様から要望があれば、放送サービスに加えて、ＣＡＴＶ回線を用いた

ブロードバンドサービス等を提供する準備を整えている等、通信・放送の融合が進展していることを

踏まえ、ブロードバンドアクセスのボトルネック性の判断にあたっては、設備競争における競争中立

性を確保する観点から、ＣＡＴＶ回線（今後ブロードバンドサービスの提供が可能なものを含む）や今

後新たな技術革新が期待される高速無線アクセス等を含めるよう見直すことについて検討して頂き

たいと考えます。 

更に、現行のシェア基準値（50％超）による規制は、事業者間のシェアが 50％前後で拮抗する場

合でも、50％超か否かで事業者間に規制上の大きな差が生じる仕組みとなっているため、競争中立

性を確保する観点から、一定のシェアを有する事業者に対する規制の同等性を確保するよう見直す

ことについて検討して頂きたいと考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

 

■ 第一種指定電気通信設備制度は、電気通信事業分野

の公正競争を図る観点から、固定通信事業において加

入者回線総数の５０％を超える加入者回線を有する者

に対し、当該設備をボトルネック設備に指定した上で各

種の接続関連規制を課すものである。 

   したがって、検証結果に示したとおり、ＣＡＴＶ回線のう

ち電気通信事業に用いられない回線や高速無線アクセ

ス回線等のうち固定通信事業に用いられない回線につい

て、加入者回線のボトルネック性の判断に含めることは

適当でない。 

 

 

 

イ）指定の対象に関する検証 

意見５ ＮＴＴ東西のＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網等について、引き続き指定の対象とすること

は適当。 

 考え方５ 

（ア） 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東西」という。）の次世代

ネットワーク（以下「ＮＧＮ」という。）、地域ＩＰ網及びひかり電話網等を指定の対象から除外すべ

きかという論点について 

 

■ 「これらの論点に係る設備については、０８年３月のＮＧＮ答申において、指定の対象とすることが

必要との考え方が示されたところであるが、今回の検証時点では、特段の状況の変化はないことか

ら、その考え方を踏襲し、引き続き指定の対象とすることが適当である」とする検証結果は適当であ

ると考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

― 
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■ 検証結果案にあるとおり、東日本電信電話株式会社（以下、「NTT 東日本」という。）殿及び西日本

電信電話株式会社（以下、「NTT 西日本」という。）殿（以下、合わせて「NTT 東西」という。）の次世代

ネットワーク（以下、「NTT-NGN」という。）、ひかり電話網（光 IP 電話用ルータ）については、今年度よ

り新たに第一種指定電気通信設備の指定対象とされたばかりであり、従来の考え方を変更する事情

もないことから、第一種指定電気通信設備としての指定を継続すべきと考えます。 

・  また、地域 IP 網についても、検証結果案にあるとおり、他事業者にとって事業展開上不可欠であ

り、利用者利便の確保の観点からも必要である状況に変わりはなく、引き続き第一種指定電気通信

設備としての指定を継続すべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 検証結果案に賛成致します。現在指定されている設備における積極的なアンバンドル施策によって

競争が促進され、利用者利便性の高いサービスの提供が可能となっていると考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

意見６ イーサネット等のデータ通信網、加入者光ファイバ、局内装置類及び局内光ファイバについ

て、引き続き指定の対象とすることは適当。 

 考え方６ 

（イ） イーサネット等のデータ通信網、加入者光ファイバ、局内装置類及び局内光ファイバについて

第一種指定電気通信設備の対象から除外すべきかという論点について 

■ 「昨年度の検証過程においても示されたものであり、今回の検証において、これらの意見に対する

考え方を変更すべき特段の事情は認められないことから、昨年度の検証過程で示した考え方を踏襲

し、引き続き指定の対象とすることが適当である」とする検証結果は適当であると考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 検証結果案にあるとおり、イーサネット等のデータ通信網、加入者光ファイバ、局内装置類及び局

内光ファイバについては依然ボトルネック性を有するとする従来の考え方を変更する事情がないこと

から、引き続き第一種指定電気通信設備としての指定を継続すべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 検証結果案に賛成致します。現在指定されている設備における積極的なアンバンドル施策によって

競争が促進され、利用者利便性の高いサービスの提供が可能となっていると考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

― 

 

 

意見７ ＮＴＴ東・西の屋内配線は、第一種指定電気通信設備として指定すると共に、屋内配線の転

用・使用及び工事等について、ルール化に向けた議論を行うことが必要。 

 考え方７ 
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（ウ） 屋内配線を第一種指定電気通信設備に指定すべきという論点について 

■ 屋内光ファイバの転用については、ビジネスベースの協議となるため、提供範囲の同等性や、料金

の算定根拠が不明である等、ＮＴＴ東・西自身と競争事業者との公正競争条件の確保に限界がある

と考えます。 

したがって、ＮＴＴ東・西の屋内配線については第一種指定電気通信設備として指定し、屋内配線

の転用・使用及び工事等について、ルール化に向けた議論を行うことが必要と考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 屋内配線が第一種指定電気通信設備に該当するか

否など、屋内配線の扱いについては、本年２月２４日に

情報通信審議会に諮問した「電気通信市場の環境変化

に対応した接続ルールの在り方について」の中で審議さ

れているところであり、その結果等を踏まえ適切に対処

する考えである。 

 

意見８ ＮＧＮ答申や昨年度の考え方を踏襲するだけでなく、市場実態に即した具体的な検証を行った

上で、ＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網、イーサネット系サービス等のデータ通信網、加入者光ファ

イバ、メディアコンバータやＯＬＴ、スプリッタ等の局内装置類や局内光ファイバについて、指定の対象

から除外すべき。 

 考え方８ 

■ 競争セーフガード制度は、「ＰＳＴＮ（回線交換網）からＩＰ網へのネットワーク構造の変化や市場統合

の進展が見込まれる中、公正競争確保のためのセーフガード措置の有効性・適正性を検証し、当該

措置が市場実態を的確に反映したものとすること」を目的に創設されたものであることから、 2008 年

3 月のＮＧＮ答申時及び昨年度の検証結果の考え方を踏襲するのでは検証としては不十分であると

考えます。 

先般当社が提出した意見の以下の点について、市場実態に即した具体的な検証を行った上で、そ

れぞれの設備を指定電気通信設備の対象から除外していただきたいと考えます。 

■ ＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網 

・  他事業者は当社と同等の条件で独自にＩＰ通信網を構築できる環境が十分整っており、現に他事業

者は独自のＩＰ通信網を既に構築していることから、当社のＮＧＮをはじめとするＩＰ通信網にボトルネ

ック性はないこと 

・  競争が進展しているブロードバンド市場において、当社のＩＰ通信網（ＮＧＮを含む）を規制する理由

はないこと 

・  ＮＧＮはサービス開始後まもなくユーザ数も少ないこと、また、収容局接続及び中継局接続につい

て接続実績・要望もないこと 

・  ひかり電話は現在、接続相手方の事業者の接続料と同額の接続料を設定して接続しており、特段

の問題は生じていないこと、逆に、ひかり電話網を指定設備化することにより、逆ざや等の新たな問

題が生じることになること 

・  諸外国においてもＮＧＮを含むＩＰ通信網を規制している例はないこと 

■ イーサネット系サービス等のデータ通信網 

・  イーサネットサービスの市場における当社のシェアは、１６．５％であり（2007 年 9 月末） 、競争は

十分に進展していること 

■ ＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網等については、情報

通信審議会答申「次世代ネットワークに係る接続ルール

の在り方について」（平成２０年３月２７日情審通第５３

号。）等に基づき、第一種指定電気通信設備に指定され

たものであって、当該指定の妥当性については、市場実

態を踏まえて、毎年度検証することとしているが、「競争

セーフガード制度の運用に関する意見に対する考え方」

に示したとおり、引き続き第一種指定電気通信設備に指

定することが必要と考えられる。 

   なお、ひかり電話網の接続料におけるいわゆる「逆ざ

や」の問題については、本年２月２４日に情報通信審議

会に諮問した「電気通信市場の環境変化に対応した接続

ルールの在り方について」の中審議されているところであ

り、その結果等を踏まえ適切に対処する考えである。 
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・  イーサ装置の価格は１台当たり百万円から数百万円程度であり、当社又は電力系事業者等から光

ファイバを借り、自前で装置を当社ビル等にコロケーションすれば、他事業者は同等のサービス提供

が可能となっており、現にそれらを利用してサービスを提供していること 

■ 加入者光ファイバ 

・  光ファイバは、電力系事業者等との熾烈な設備競争の下、新たに敷設していくものであること 

・  光ファイバについては電力会社が東西の約２倍の電柱を保有し、ＫＤＤＩ殿や電力系事業者は相当

量の設備を保有していること 

・  線路敷設基盤は既に開放済であり、他事業者が光ファイバ等を自前敷設できる環境は十分整備さ

れ、現に他事業者も当該線路敷設基盤を利用して光ファイバ等を自前で敷設しサービスを提供して

いること。また、電柱については、より使い易い高さを利用できるよう改善し、その手続きも簡便なも

のに見直してきており、他事業者が光ファイバを自前設置できる環境は更に整備されてきていること

・  線路敷設基盤を有していないＣＡＴＶ事業者も、当社や電力会社の線路敷設基盤を利用して、２,９８

６万世帯（東西エリア計：2008 年 3 月末。再送信のみを含む）に自前のＣＡＴＶ回線を敷設しているこ

と 

・  ＫＤＤＩ殿、ソフトバンク殿が有する財務力（営業収益、営業利益は当社を上回り、設備投資額は当

社と同規模）、顧客基盤（携帯電話、ＡＤＳＬ事業などを通じ膨大な顧客基盤を構築済）を用いれば、

光ファイバを敷設しサービスを提供することは十分可能であること 

・  光ファイバについては、諸外国においても非規制になっていること 

■ メディアコンバータやＯＬＴ、スプリッタ等の局内装置類や局内光ファイバ 

・  メディアコンバータやＯＬＴ、スプリッタ等の局内装置類は、誰でも容易に調達・設置可能であり、現

に他事業者は局舎コロケーションを利用して自ら設置（例. ＯＬＴは延べ９２０ビルに設置(2008 年 3

月末））していること。その結果、接続料を設定したものの他事業者の利用は皆無であること 

・  局内光ファイバについては、光ファイバの提供開始当初（2001 年）から他事業者による自前敷設を

可能としており、2003 年からは効率的な利用を目的とした中間配線盤の開放を実施する等環境整備

に努めてきた結果、７４％が他事業者による自前敷設となっていること（東西計：2006 年 11 月末。局

内光ファイバ総数２６５千芯のうち他事業者による自前敷設が１９６千芯）。また、他事業者も計画的

に自前工事を行えば、当社と同等の期間で敷設が可能となっていること 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■  指定対象に関する検証にあたっては、ＮＴＴグループ以外の他事業者における固定・携帯事業の

融合化の動き、ＩＰ化の進展による県内／県間等の区分のないシームレスで多彩な新サービスの提

供等、情報通信市場を取り巻く環境変化を踏まえて頂く必要があると考えます。 

【次世代ネットワーク、地域ＩＰ網、ひかり電話網】 

当社の次世代ネットワーク、地域ＩＰ網及びひかり電話網については、以下を踏まえ、それら設備に
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はボトルネック性がないことに着目し、第一種指定電気通信設備の対象から除外して頂きたいと考え

ます。 

① 他事業者がＩＰネットワークを自前で構築する際の素材となる基盤設備は、線路敷設基盤を含め、

世界的に最もアンバンドリング／オープン化が進展し、また、ＩＰネットワークの自前構築に必要なル

ータ等の電気通信設備は市中で調達することが可能であるため、意欲ある事業者であれば、自ら設

備を構築し、当社と同様のネットワークを自前構築することは十分可能となっていること 

② 現に他事業者は独自のＩＰネットワークを構築し、当社に匹敵するブロードバンドユーザを獲得して

いること。 ＦＴＴＨ・ＣＡＴＶブロードバンドサービス市場で見た場合、当社シェアは西日本マクロで 51%

（平成 20 年 9 月末）に止まり、30 府県中 16 府県で当社シェアが 50%を下回り、うち 3 県ではＣＡＴＶ

事業者のシェアが当社シェアを上回っている。三重、富山、福井のＣＡＴＶ事業者のシェアは、61%、

56%、52%（同上）と、当社のシェアを遥かに凌いでいる状況にあること  → 別紙１（略） 

また、ひかり電話サービスについて、加入電話と代替的なサービス市場で見た場合、直収電話、０

ＡＢ～Ｊ ＩＰ電話、ＣＡＴＶ電話、０５０ ＩＰ電話の合計に占めるＮＴＴ東西のシェアは 28%（平成 20 年 9

月末）、更に携帯電話も含めたシェアで見れば 5%（同上）に過ぎない 

 状況にあること →別紙２（略） 

③ 地域ＩＰ網の接続料として、平成 13 年より、接続約款に「ルーティング伝送機能」を規定していたも

のの、他事業者による利用実績はなかったこと 

④ アクセス回線のボトルネック性に起因する影響は、オープン化により遮断されており、他事業者はア

クセス回線からの影響を受けることなくネットワークを構築可能であるため、当社のアクセス回線の

シェアが高いか否かは当社の次世代ネットワーク、地域ＩＰ網及びひかり電話網自体のボトルネック

性の有無の判断にあたって直接関係がないこと 

【イーサネット等のデータ通信網】 

 当社のイーサネット等のデータ通信網については、以下を踏まえ、それら設備にはボトルネック性がな

いことに着目し、第一種指定電気通信設備の対象から除外して頂きたいと考えます。 

① 他事業者は、当社又は電力系事業者から光ファイバを借り、自らイーサネットスイッチを調達し、当

社ビル等に設置することによって、当社と同等のイーサネットサービスを提供することが可能となって

いること 

② 現に電力系事業者をはじめ多くの事業者が参入し、熾烈なユーザ獲得競争を繰り広げていること。

イーサネットサービス市場において、当社のシェアが 13.1% （平成 19 年 9 月末） 、ＮＴＴ東日本のシ

ェアが 16.5%（同上）であるのに対し、KDDI のシェアが 23.2%（同上）と なっている等、競争は十分に

進展していること 

【局内装置及び局内光ファイバについて】 

メディアコンバータ、光信号伝送装置（ＯＬＴ）、局内スプリッタ等の装置類及び局内光ファイバにつ

いても、以下を踏まえ、それら設備にボトルネック性がないことに着目し、第一種指定電気通信設備
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の対象から除外して頂きたいと考えます。 

① 当該装置類等が誰でも容易に調達・設置可能である等、参入機会の均等性が確保されているこ

と、現に他事業者は局舎コロケーションを利用して自ら設置しており、当社が接続料を設定したもの

の利用実績は皆無であること 

② 局内光ファイバについては、他事業者が計画的に所定の手続き・自前工事を行うことで、当社が局

内光ファイバを敷設する場合と同等期間で自前敷設できること 

（ＮＴＴ西日本） 

 

 

ウ）アンバンドル機能の対象に関する検証 

意見９ ＮＴＴ東西とのアンバンドル関連の協議について、総務省の参加、あるいは進行状況を総務

省に報告する場を設けるなどの処置が必要。 

 考え方９ 

■ ＮＴＴ東西とのアンバンドル関連の協議は以前から実施しており、今後も継続します。 

しかし、この種の協議はなかなか合意を得るにいたらず長期間継続されることが多く、その間にも

新たなサービス提供が開始され、実効のある協議ができないことも懸念されます。それを避けるため

に、ＮＴＴ東西と接続事業者との協議にオブザーバとして総務省殿に参加していただく、あるいは一定

期間ごとに協議の進行状況を総務省殿に報告する場を設ける、などの処置が必要と考えます。 

（テレサ協） 

■ 接続事業者からアンバンドルを要望された場合は、ＮＴ

Ｔ東西は、技術的に可能であり、過度の経済的負担が生

じない場合は、アンバンドルすることを基本に対応するこ

とが適当である。 

   総務省では、アンバンドル機能の妥当性については、

競争セーフガード制度による検証の対象としているところ

であり、例えば、本年度の当該制度の運用の中でアンバ

ンドル要望が示されたＮＧＮの品質制御機能等について

は、本年２月２４日に情報通信審議会に諮問した「電気通

信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方につ

いて」の中で審議することとしているところである。当該機

能のアンバンドルについては、当該審議結果等を踏まえ

適切に対処する考えである。 

意見１０ ＦＴＴＨ市場は、ＮＴＴ東・西と他の事業者が対等に競争できない環境にあることから、市場

活性化のため、分岐端末回線単位での加入ダークファイバの接続料の設定等、必要な措置を講

じるべき。 

 考え方１０ 

■ （ア） ＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網に係る機能をアンバンドル機能の対象とすべきかという論

点について 

ＮＧＮ答申で整理されたとおり、引き続きアンバンドル機能の対象とする検証結果は適当であると

考えます。 

ただし、ＦＴＴＨ市場は、依然としてＮＴＴ東・西と他の事業者は対等には競争できない市場環境にあ

り、ＮＴＴ東・西のシェア拡大に歯止めがかからない状況です（＊）。最早「ＦＴＴＨ市場における事業者

■ 分岐端末回線単位の加入ダークファイバ接続料の設定

については、市場環境や分岐に係る技術等の変化を確

認の上、改めて検討することが適当である。 

   なお、ＦＴＴＨ市場における公正競争確保の観点から、

ＦＴＴＨの屋内配線が第一種指定電気通信設備に該当す

るか否か等については、本年２月２４日に情報通信審議
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間の進展状況を注視する」段階ではなく、総務省は、早急にＦＴＴＨ市場を活性化させるために、分岐

端末回線単位での加入ダークファイバの接続料の設定等、必要な措置を講じるべきであると考えま

す。 

（＊） 電気通信事業分野の競争状況に関するデータによると、２００８年６月、ＦＴＴＨ契約数が１３００万

を超え、ＤＳＬ契約数を初めて上回ったが、契約数の伸び率で見ると、２００５年６月（前期比１７．８％

増）から２００８年９月現在（前期比５．２％増）まで鈍化傾向が続いている。 

   一方、同期間におけるＮＴＴ東・西のＦＴＴＨ契約数シェアは、 ５８．３％（２００５年６月）から７３．４％

（２００８年９月）へと拡大を続けており、競争事業者のシェアも４１．７％から２６．６％へと減少してい

る。このように、ＦＴＴＨ契約数全体の伸びは鈍化する一方、ＮＴＴ東・西のシェアは依然として上昇を

続けており、競争が機能していないことにより市場の活性化が停滞している。 

（ＫＤＤＩ） 

 

会に諮問した「電気通信市場の環境変化に対応した接続

ルールの在り方について」の中で審議されているところで

あり、その結果等を踏まえ適切に対処する考えである。 

 

 

 

意見１１ ＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網については引き続きアンバンドル機能の対象とすべき。  考え方１１ 

■ ＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網に係る機能をアンバンドル機能の対象とすべきかという論点に

ついて（意見１９～２３）  

・  NTT 東西殿は現時点で接続事業者からの接続要望がないことをもって一部機能をアンバンドルの

対象外とすることを求めていますが、接続事業者が希望した時点で接続が開始可能な状況にしてお

くことこそが、NTT 東西殿利用部門と接続事業者相互間での同等性を確保することにつながります。

従って、接続事業者からの接続要望の有無に依らず、NTT-NGN、地域 IP 網及びひかり電話網に係

る機能も含め、現時点で可能な限りアンバンドルを行っておくことが必要と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 検証結果案に賛成致します。ＮＧＮ、地域ＩＰ網及びひかり電話網については、加入者系光ファイバ

などのボトルネック設備で構築されているものであり、かつＰＳＴＮからマイグレーションされる設備で

あることから、競争を促進し利用者利便性の高いサービスを実現するためには、引き続きアンバンド

ル機能の対象とすべきと考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

― 

 

 

意見１２ 次世代ネットワーク、地域ＩＰ網、ひかり電話網、イーサネット等のデータ通信網、局内装

置、局内光ファイバ及び加入光ファイバ等について、他事業者による利用実績や実需要がない機

能はアンバンドル機能の対象から除外すべき。 

 考え方１２ 

■ アンバンドル対象の検証にあたっては、他事業者によるアンバンドル機能の利用実績や実需要等、

市場実態を踏まえて頂く必要があると考えます。 

当社の次世代ネットワーク、地域ＩＰ網、ひかり電話網、イーサネット等のデータ通信網、局内装置、

■ アンバンドルは、ＮＴＴ東西に過度の経済的負担を与え

ることとならないように留意しつつ、他事業者からの要望

があり、技術的に可能な場合は、アンバンドルして提供し



 １３

局内光ファイバ及び加入光ファイバ等については、前述のとおり、第一種指定電気通信設備の対象

から除外して頂く必要があると考えますが、仮に引き続き第一種指定電気通信設備の対象とするの

であれば、少なくとも他事業者による利用実績や実需要がない機能はアンバンドル機能の対象から

除外して頂きたいと考えます。 

【フレッツサービスに係る機能のアンバンドルについて】 

フレッツサービスに係る機能のアンバンドル等については、以下の理由より、他事業者にルーティ

ング伝送機能の利用要望があるとは考えられないことから、フレッツサービスに係る機能（一般収容

ルータ接続ルーティング伝送機能・特別収容ルータ接続ルーティング伝送機能）はアンバンドルの対

象から除外して頂きたいと考えます。  

① 地域ＩＰ網において、ルーティング伝送機能の接続料を設定したものの、平成 13 年から現在に至る

まで 7 年以上、他事業者による利用実績がないこと 

② 当社の次世代ネットワークにおいても、「他事業者から、収容局接続について速やかにアンバンド

ル提供するよう要望されている」こと等を理由にアンバンドルされましたが、要望事業者はパブリック

 コメントとして意見提出されていたものの、当該要望事業者から具体的なルーティング伝送機能の利

用要望は頂いていませんし、そもそも、前述のとおり、当該要望事業者は独自のＩＰネットワークを構

築し、現に当社に匹敵するブロードバンドユーザを獲得されていること 

【中継局接続に係る機能のアンバンドルについて】 

中継局接続に係る機能のアンバンドルについては、他事業者のネットワークの詳細がそもそも明

確でありませんし、更に、他事業者から具体的な機能の利用要望も頂いていないことから、当該機能

（一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能・特別中継ルータ接続ルーティング伝送機能）はアンバ

ンドルの対象から除外して頂きたいと考えます。 

 【ひかり電話に係る機能のアンバンドルについて】 

従来、ひかり電話の接続料は、接続事業者が設定する接続料と同水準とすることを基本に、各事

業者と相対で決定していましたが、今後、当社が事業者均一のひかり電話の接続料を設定すること

になった場合に、接続事業者が当該接続料よりも高い接続料を設定するときは、事業者間の公平性

が損なわれる可能性があることから、接続事業者が当社の接続料よりも高い接続料を設定する場合

には、接続事業者の接続料の適正性を検証するための具体的な手法や仕組みについて検討を進め

て頂きたいと考えます。 

 【イーサネットサービスに係る機能のアンバンドルについて】 

以下の理由により、イーサネットサービスに係る機能（イーサネットフレーム伝送機能）をアンバンド

ルの対象から除外して頂きたいと考えます。 

① 他事業者は、当社又は電力系事業者から光ファイバを借り、自らイーサネットスイッチを調達し、当

社ビル等に設置することによって、当社と同等のイーサネットサービスを提供することが可能となって

 いること 

なければならないのが基本的考え方であり、ＮＴＴ西日本

が主張する各機能のアンバンドルの要否については、

「競争セーフガード制度の運用に関する意見に対する考

え方」に示したとおり、引き続きアンバンドルの対象とする

ことが適当である。 

 

■ なお、ひかり電話網の接続料におけるいわゆる「逆ざ

や」の問題については、本年２月２４日に情報通信審議

会に諮問した「電気通信市場の環境変化に対応した接続

ルールの在り方について」の中審議されているところであ

り、その結果等を踏まえ適切に対処する考えである。 
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② 現に電力系事業者をはじめ多くの事業者が参入し、熾烈なユーザ獲得競争を繰り広げていることイ

ーサネットサービス市場において、当社のシェアが 13.1%（平成 19 年 9 月末） 、ＮＴＴ東日本のシェア

が 16.5%（同上）であるのに対し、KDDI のシェアが 23.2%（同上）となっている等、競争は十分に進展し

ていること 

③ イーサネットサービス市場には、電力系事業者をはじめ多数の事業者が参入し、熾烈なユーザ獲

得競争を展開している中、当社だけがイーサネットサービスの接続料設定を強いられ、サービス原価

 を他事業者にオープンにするよう強いられた場合、当社は競争上著しい不利益を被ることになること 

④ イーサネットサービスのアンバンドルを要望されているＫＤＤＩは、需要密度が高い都市部エリアを中

心に既にサービスを自前提供されており、実際、お客様からＫＤＤＩに対し、ＩＰ－ＶＰＮ等の足回り回

線としてイーサネットサービスを提供してほしいとの実需要があれば、ＫＤＤＩがイーササービスを自前

提供されるケースも少なくないと考えられるため、需要が疎で自前設備を構築するよりも当社設備を

借りる方が得なエリアのみで、当社設備を借りてサービス提供されることになることも考えられること

（クリームスキミングが生じること） 

⑤ オペレーションシステム等改造費用をかければ、ＰＶＣメニューを提供して接続料を設定することも

技術的には可能になるが、多額の費用をかけて開発等しても、ＰＶＣメニューの利用が需要が疎のエ

リアに止まれば、低廉なネットワーク構築に支障を来たすこと 

（ＮＴＴ西日本） 

 

 

（２）第二種指定電気通信設備に関する検証 

意見１３ 全ての事業者に同一の接続料の適用を義務付けることは適当ではない。また、一種二種

を問わず指定電気通信設備制度全体の運用実態や課題を整理し、議論・見直しの際の優先順位

を明確にすることが必要。 

 考え方１３ 

 固定電話と比較して高い水準にある携帯電話の接続料に対する規制を強化すべき、全ての携帯電

話会社に同一の接続料を義務付けるべき等、携帯電話の接続料等に関する規制についての論点に

ついて（意見２８～３１、６５、７４、７５） 

 

■ 検証結果案にあるとおり、ネットワーク構成、設備投資及びネットワークの維持に係るコスト等は事

業者間で異なることから、全ての事業者に同一の接続料の適用を義務付けることは適当ではないと

考えます。 

･  また、あわせて検証結果案においては、「制度の運用面や内容に関する適時適切な検証を行い、

適正な事業環境を整備していくことが必要」とありますが、第二種指定電気通信設備制度の接続料

のみに範囲を限定するのでなく、まずは、一種二種を問わず指定電気通信設備制度全体の運用実

態や課題を整理し、議論・見直しの際の優先順位を明確にすることが必要であると考えます。 

■ 電気通信市場における公正競争環境を確保する観点

から、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事

業者の接続料に関する事項を含む接続ルールの在り方

全般について、本年２月２４日に情報通信審議会に諮問

した「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの

在り方について」の中で審議されているところである。 
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（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

 

意見１４ 第二種指定電気通信設備における携帯電話接続料が、「適正な原価」により算出されてい

るかを検証した上で、第二種指定電気通信設備を設置する事業者に限ることなく携帯電話接続料

の全体的な引き下げを進めるべき。また、第二種指定電気通信設備制度の見直しについて、総体

的な枠組みの整理の中で検討が行われるべき。 

 考え方１４ 

■ 携帯電話は、需要が固定からモバイルにシフトし、携帯電話利用者が既に 1 億人を超えている状

況を勘案すると、現在利用者に及ぼす影響が最も大きい通信サービスであるといえます。しかしなが

ら、固定電話と比較し高額な携帯電話接続料については、第二種指定電気通信設備に指定されてい

る対象ですら、今までコストの適正性や料金の水準感について検証もしくは議論されたことがなく、モ

バイル市場をさらに活性化することにより日本の通信市場の拡大を牽引していくためには、携帯電話

接続料の適正性の確保延いては低廉化に向けた取組みが必要な時期にきていると考えます。 

・  まず、第二種指定電気通信設備における携帯電話接続料が、「適正な原価」により算出されている

かを検証し、料金水準を客観的に判断することが出来る指標を設けたうえで、第二種指定電気通信

設備を設置する事業者に限ることなく携帯電話接料の全体的な引き下げを進める必要があると考え

ます。 

・  他方、日本通信殿～NTT ドコモ殿間のＭＶＮＯ接続協議の紛争処理委員会での検討経緯、MVNO

事業化ガイドラインの策定、モバイルビジネス研究会における端末販売奨励金と接続料金との関係

の整理といった近年の複数の事例が示唆していることは、第二種指定電気通信設備制度の在り方

が、電気通信事業法に規定されている趣旨に対して十分に機能していない可能性であり、このことか

らも本制度の抜本的な見直しが必要な時期に来ていると考えます。 

・  具体的な第二種指定電気通信設備制度の見直しとしては、接続約款の届出制から認可制への移

行、接続会計の導入等による接続料金の適正化の確保といったものが挙げられますが、今後、「新

競争促進プログラム 2010」の「指定電気通信設備制度（ドミナント規制）の見直し」といった機会にお

いて、総体的な枠組みの整理の中で検討が行われるべきと考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

■ 本年２月２４日に情報通信審議会に諮問した「電気通信

市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方につい

て」の中で、第二種指定電気通信設備制度の検証に加

え、逆ざや問題等を含めた接続ルールの在り方全般につ

いて審議されているところである。 

 

 

 

（３）指定電気通信設備制度に係る禁止行為規制等の検証 

ア）ＮＴＴ東西に所要の措置を要請する事項 

意見１５ ＮＴＴ東西において１１６窓口とフレッツサービス受付センターが一体で運用されている実態

が伺えることから、検証結果案に挙げられている措置に加え、ＮＴＴ東西による周知・徹底内容の

公表や１１６窓口とフレッツサービス受付センターの物理的分離等の追加的措置を講じる必要があ

 考え方１５ 
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る。 

 （ア） ＮＴＴ東西の１１６窓口及びウェブサイトにおいて、利用者が加入電話移転転居の手続を行う

際にフレッツ光サービスの営業活動が行われており、累次の競争ルールに反しているとの指摘

（意見４８）について 

 

■ 【当社意見】 

・  検証結果案に賛成致します。本事象の発生については本制度を通じて各社より多くの指摘及び確

認がされており現状においても公正競争上非常に大きな問題となっております。そのため本検証結

果案に基づいた早急な対応を強く要望致します。 

・  また、116 ウェブサイトにおいても、利用者からみれば 116 電話窓口と同様の機能を有しているた

め同様の措置が必要であると考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

■ ［弊社意見］ 

所要の措置を要請することに賛同いたします。 

要請にあたっては、ＮＴＴ東西における措置が、単に文書による指示や会議等での説明に止まるこ

となく、ロケーションの物理的な隔離、運営体制の分離、窓口でのトークスクリプトの見直し等、より実

効的かつ実質的なものとなるよう指導・徹底いただくことを要望いたします。 

（ケイ・オプティコム） 

 

■ ＮＴＴ東・西の加入電話の顧客情報をフレッツサービスの営業活動に利用することが禁止されている

ものの、その後もフレッツサービス受付センターと１１６窓口は一体で運用されている実態が伺えま

す。 

実効性を確保するため具体的にどのような措置が講じられたのか、実態の内部検証を通じた正確

な把握が早急に必要です。競争事業者の直収サービスユーザの引越しや故障対応等の業務を通じ

て知り得た顧客情報をもとに、ＮＴＴ東・西が営業活動をしていないか、併せて検証することが必要と

考えます。 

１１６窓口等を通じた競争阻害的なフレッツ光等の営業活動が行われているようであれば、営業面

でのファイアーウォールを確保するため、窓口の所在地及び対応者を物理的に分離する等の抜本的

措置が講じられるべきと考えます。 

＜事例＞ 

① 引越し等に伴いお客様が「１１６」へ連絡する場合 

・  マンションへの引越しの際、当社ひかり one サービスの利用を仮申込みいただいたお客様に対し、

当社から後日連絡をしたところ、番号ポータ手続きの際にＮＴＴ「１１６」が（「引越し先では、既にＢフレ

■ 本件については、公正競争を確保する上で特に懸念が

認められることから、１１６番への加入電話又はＩＮＳ６４の

移転申込みを行う加入者に対し、当該加入者からの問い

合わせが無いにもかかわらず活用業務であるフレッツ光

サービスの営業活動が行われることのないよう、ＮＴＴ東

西に対し、改めてその周知・徹底を図るよう要請し、その

履行状況について総務省への報告を求めるとともに、ＮＴ

Ｔ東西による当該措置の運用状況について引き続き注視

していくことを検証結果に盛り込んだところであり、本検証

結果を踏まえ、速やかに所要の措置を講じる。 

   なお、ＮＴＴ東西からの報告を受け、公正競争を確保す

るために必要と認められる場合には追加的な措置を講じ

る。 
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ッツが入っている」等の）Ｂフレッツ解約阻止またはＢフレッツ勧誘等を展開していたため、お客様が

当社への申込みを取り下げられた等、複数の事例あり。 

② ＮＴＴ東日本をはじめＮＴＴグループ各社が出資するテルウェル東日本の組織では、「ＮＴＴフロント営

業事業本部」の中に、Ｂフレッツ等の営業を行う「営業推進部」と、１１６センタ運営を行う「１１６事業

部」が設置されている。「営業面のファイアーウォール」が有効に機能していない恐れもあるため、人

員的・物理的に分離されているかどうか等、より踏み込んだ検証を行うことが必要。 

【②は別冊：資料１を参照】 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ ・当該事案は、競争事業者においては実現し得ない顧客獲得の機会を NTT 東西殿が有することに

なるという点において、公正競争を確保する観点から問題があることから、今年度検証結果案におい

て、116 番への加入電話又は INS64 の移転申込みに対し、活用業務であるフレッツ光サービスの営

業活動が行われることのないよう、NTT 東西殿に対し、改めてその周知・徹底を図るよう要請し、そ

の履行状況について総務省への報告を求めるとする措置を講じることは適切な対応であると考えま

す。 

・  一方で、当該事案は、昨年度検証結果において「引き続き注視していく」とされていた事項であり、

今年度これが全く改善されずに所要の措置を要請する事項として整理されるに至ったという現状は

著しく問題であると考えます。 

・  このような現状を踏まえると、今年度検証結果案に示すような措置（NTT 東西殿に対する周知・徹

底と総務省殿への報告要請）のみでは十分な効果は期待できません。 

・  従って、検証結果案に示すような措置に加え、NTT 東西殿における周知・徹底内容の公表及び検

証（例えば、当該窓口におけるトークスクリプトに問題がないか否かの検証等）や、116 窓口において

フレッツ光サービスに係る申込みを受け付けない、116 窓口とフレッツ光サービス新規受付用の着信

課金窓口の物理的な分離を行うといった、実効性を伴う措置を講じることが必要と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

意見１６ ＮＴＴ東西は活用業務の認可条件の遵守について既に十分な措置を講じていることから、

ＮＴＴ東西に対し所要の措置を要請する必要はない。 

 考え方１６ 

（ア） ＮＴＴ東西の１１６窓口及びウェブサイトにおいて、利用者が加入電話移転転居の手続を行う

際にフレッツ光サービスの営業活動が行われており、累次の競争ルールに反しているとの指摘

（意見４８）について 

 

■ 当社は、加入電話及びＩＳＤＮのお客様情報であって他事業者が利用できないものを用いたフレッツ

光等の営業活動を行わないよう社員等へ周知・徹底を図っており、活用業務の認可条件の遵守につ

■ ０８年度の検証に当たっては、「競争セーフガード制度

の運用に関するガイドライン（０７年４月策定、０８年７月

改定）」に基づき、検証の対象となる各事項について、０８

年７月から９月にかけ事前に意見公募及び再意見公募を

行うとともに、必要に応じて関係事業者等に説明等を求

めたところである。 
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いて既に十分な措置を講じていることから改めて周知・徹底を要請する必要性は低いと考えます。 

なお、当社の「１１６」におけるフレッツ光の対応については、お客様の利便性確保の観点からお客

様のご要望にお応えして実施しているものであり、公正競争を阻害しているとは考えておりません。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■  当社はフレッツサービス等の営業活動において加入電話及び INS６４の契約に関して得た加入者

情報であって他事業者が利用できないものを用いないことについて、支店及び県域等子会社の社員

等に周知・徹底を図るなど、従来より適切な措置を講じており、改めて周知・徹底する必要性に乏しい

と考えます。 

なお、「116」における加入電話等の移転申し込みの際に、フレッツサービス等についてお客様から

お問合せがあった場合にご説明することがありますが、これはお客様利便確保の観点からの対応で

あり、公正競争上の問題はないと認識しております。 

（ＮＴＴ西日本） 

 

これらを踏まえ検討した結果、本件については、公正

競争を確保する上で特に懸念が認められることから、加

入者からの問い合わせが無いにもかかわらず活用業務

であるフレッツ光サービスの営業活動が行われることの

ないよう、ＮＴＴ東西に対し、改めてその周知・徹底を図る

よう要請し、その履行状況について総務省への報告を求

めるとともに、ＮＴＴ東西による当該措置の運用状況につ

いて引き続き注視していくことを検証結果に盛り込んだと

ころである。 

 

意見１７ 現行のＮＴＴ法においてＮＴＴ東日本が放送事業を営むことは認められていないことを踏ま

えると、検証結果案に挙げられている措置に加え、ＮＴＴ東日本が前面に出て放送に関わるサービ

スの営業活動を行うことを禁じる等の追加的措置が必要。 

 考え方１７ 

 （イ） ＮＴＴ東日本の「フレッツ・テレビ」サービスは、放送事業への参入が認められていないＮＴＴ東

日本の実質的な放送事業への参入であるとの指摘（意見６３）について 

 

■ 「フレッツ・テレビ」において、本来、アクセスサービスのみ提供する立場にあるＮＴＴ東・西が、前面

に出てコンテンツサービスを提供しているように見せる営業手法は、ＮＴＴブランドを利用したグループ

市場支配力の濫用であり、このようなグループ一体営業は、公正競争上問題です。 

特にＮＴＴ東・西は本体で放送サービスを提供することを禁じられていることに鑑みれば、ＮＴＴ東・

西のフレッツ経由で提供される地上デジタル放送等の放送サービスは、提供主体である子会社・関

連会社等が自ら宣伝・広告、営業活動を行うべきであり、ＮＴＴ東・西が前面に出る形でフレッツサー

ビスの販売戦略の中で放送を訴求すべきではありません。ＮＴＴ東・西が提供主体であるかのような

宣伝広告が、様々な広告媒体で展開されているため、正確な提供主体の明示等、早急に広告手法

の適正化を行うことが必要と考えます。 

＜事例＞ 

① 「ＮＴＴ東日本」が提供主体であるかのような「フレッツ・テレビ」のタクシー・ラッピング広告【別冊：資

料２を参照】 

② 家電量販店における「フレッツ・テレビ」の一般ユーザ向けパンフレット（「サービス提供事業者」及び

パンフレットの発行元は「東日本電信電話会社」と明記されている）等【別冊：資料３を参照】 

■ 本件については、公正競争を確保する上で特に懸念が

認められることから、ＮＴＴ法に基づく業務範囲規制を厳

格に運用する観点から、放送サービスの提供主体が他

社であることを広告に明記すること等について、ＮＴＴ東日

本に対し、改めてその周知・徹底を要請し、その履行状況

について総務省へ報告を求めるとともに、ＮＴＴ東日本に

よる当該措置の運用状況について引き続き注視していく

ことを検証結果に盛り込んだところであり、本検証結果を

踏まえ、速やかに所要の措置を講じる。 

   なお、ＮＴＴ東日本からの報告を受け、公正競争を確保

するために必要と認められる場合には追加的な措置を講

じる。 
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（ＫＤＤＩ） 

 

■ ・NTT 東日本殿の「フレッツ・テレビ」サービスの提供に関し、NTT 東日本殿に対して放送サービス

の提供主体の明記の周知・徹底を求めることは NTT 東西殿本体による放送サービス提供が禁止さ

れていることに鑑みれば、公正競争確保の観点から最低限必要な措置であると考えます。 

・  しかし、当該事案で問題視すべきことは、放送サービスの提供主体について誤解を招くような広告

記載内容のみでなく、実質的に放送事業に参入するかのような NTT 東西殿の営業実態全般である

べきです。 

・  従って、NTT 東日本殿に対する、「フレッツ・テレビ」サービスにおける放送サービスの提供主体の

明記の要請に加え、NTT 東西殿が資本関係を有している株式会社オプティキャスト・マーケティング

殿及び株式会社オプティキャスト殿と連携し、実質的に NTT 東日本殿が放送に参入しているかのよ

うな現状に至っていることが、公正競争確保のための各種ルール（NTT 東西殿の放送事業への出資

制限に係る行政指導等）に照らして問題がないか否かを検証すべく、NTT 東日本殿と両社間の販売

受託契約に係る契約内容等、事業上の関係についてより詳細な調査を行うべきです。 

・  なお、上述のルールの趣旨を踏まえると、少なくとも NTT 東西殿が「フレッツ」の商品ブランドを用い

て放送サービスの訴求を行うような NTT 東西殿が前面に出る形での営業活動行為を禁止する等の

措置が必要と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 【当社意見】 

・  検証結果案に賛成致します。 

・  放送事業を認められていない NTT 東殿があたかも提供しているかのように広告、宣伝を行うこと

は利用者に誤認を与えるだけに留まらず、事業者間の公正競争上においても非常に大きな問題と考

えます。そのため今後においては、広告上の提供元の記載方法の見直しだけではなく、ＮＴＴブランド

使用そのものに関する新たな公正競争要件の追加検討が必要であると考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

■ 多数の事業者意見である NTT 東日本の実質的な放送事業への参入であるとの指摘に対し、検証

結果案はこれを放送サービスの提供主体が他社であることを利用者に理解する措置を十分に行なう

ことを要請、また、その措置の運用状況を注視することとしている。 

これは告知物に放送サービスの提供主体を利用者に印象づけるよう記載し、明確に理解できる状

況にすることと考える。 

本案に対しては「業務範囲規制を厳格に運用する観点から～提供主体が他社であることを明記す

ること等～」を要請することにより、NTT が放送サービスを行なっていないことを明確にすることにつ
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いて一定の評価ができると考える。 

しかし、記載等による措置は表面的に対応するものであり、NTT ブランドを前面に使用することに

よる注釈的な放送サービス事業者の認知度は他社指摘のアンケート結果を見るまでもなく向上しな

いと考える（現に NTT 東は記載しているにも関わらずほぼ０に近い）。 

よって、放送に関わるサービスの営業について NTT が前面に出て行なうことは業務範囲規制を厳

格に運用する観点より制限すべきと考える。 

これは当社が先般指摘を行なった目的達成業務の認可制度に関する透明性の確保・ガイドライン

化によりにより可能であり、早々の制定を求める。 

なお、本件は他禁止行為でも課題となっている 

・本件実質的 NTT のグループ事業者、他事業者支配の問題 

・NTT ブランドを利用した不公正競争の問題 

を、含んでおり継続的な検証と指導を当局に求める。 

（ジュピターテレコム） 

 

■ ［弊社意見］ 

所要の措置を要請することに賛同いたします。 

検証結果（案）では、ＮＴＴ東日本のみが対象となっておりますが、昨年１２月より、西日本エリアに

おいても「フレッツ・テレビ」サービスが提供開始されていることを踏まえ、同種問題の未然防止の観

点から、ＮＴＴ西日本に対しても同様の措置要請を実施いただくことが必要と考えます。 

   また、ＮＴＴ東西による放送サービスの販売受託の根拠となる「目標達成業務」の認可につきまして

は、当該業務が認可された平成１１年当時と市場環境が一変していることから、改めて認可内容や

認可条件を検証のうえ、必要な見直しを行うべきであると考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

 

意見１８ ＮＴＴ東日本はサービスの提供主体を広告に記載する措置を講じていることから、ＮＴＴ東

日本に対し所要の措置を要請する必要はない。 

 考え方１８ 

 （イ） ＮＴＴ東日本の「フレッツ・テレビ」サービスは、放送事業への参入が認められていないＮＴＴ東

日本の実質的な放送事業への参入であるとの指摘（意見６３）について 

 

■ 当社は「フレッツ・テレビ」の広告において、放送サービスの提供主体が株式会社オプティキャスト殿

であり、電気通信サービスの提供主体が当社である旨※を記載するよう社員等へ周知・徹底を図っ

ており、また今後ともよりわかりやすい広告表記に努めていく考えであることから、今回、改めて周

知・徹底を要請する必要性は低いと考えます。 

 

■ ０８年度の検証に当たっては、「競争セーフガード制度

の運用に関するガイドライン（０７年４月策定、０８年７月

改定）」に基づき、検証の対象となる各事項について、０８

年７月から９月にかけ事前に意見公募及び再意見公募を

行うとともに、必要に応じて関係事業者等に説明等を求

めたところである。 

これらを踏まえ検討した結果、本件については、公正

競争を確保する上で特に懸念が認められることから、ＮＴ
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※広告記載例 

「フレッツ・テレビ」は、NTT 東日本が提供する電気通信サービス「フレッツ光」、「フレッツ・テレビ伝

送サービス」の契約と、(株)オプティキャストが提供する放送サービス「スカパー！光(ホームタイプワ

イド/マンションタイプ光配線方式)」の契約によりご利用いただけます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

Ｔ法に基づく業務範囲規制を厳格に運用する観点から、

放送サービスの提供主体が他社であることを広告に明

記すること等について、ＮＴＴ東日本に対し、改めてその

周知・徹底を要請し、その履行状況について総務省へ報

告を求めるとともに、ＮＴＴ東日本による当該措置の運用

状況について引き続き注視していくことを検証結果に盛

り込んだところである。 

 

意見１９ ＮＴＴ東西に対する禁止行為規制等の趣旨を県域子会社等に対しても実効的に徹底するた

めには、ＮＴＴ東西と県域等子会社との間の役員の兼任状況の報告を求めることに加え、さらなる

追加的措置を講じる必要がある。 

 考え方１９ 

 （ウ） ＮＴＴ東西の県域等子会社（１００％子会社）はＮＴＴ東西と実質的に一体であるとみなし、禁止

行為規制を適用すべきとの指摘（意見３７）について 

 

■ ・県域等子会社における役員兼任の実態に関する報告は、昨年も NTT 東西殿に求められた措置

ではありますが、競争事業者の立場からは、昨年度の当該事案において講じられた措置の効果が見

られず、今年度においても、昨年同様に報告義務を課すのみでは実効性に乏しいと考えられるため、

より一層の措置を講じる必要があるものと考えます。 

・  具体的には、NTT 東西殿からの県域等子会社との役員兼務実態報告に加えて、当該報告事項の

開示や報告内容に対する総務省殿の評価・考え方の公表等を行い、問題の改善につなげて頂きた

いと考えます。 

・  また、「NTT 東日本-〇〇」等の県域等子会社の社名については、総務省殿の考え方において、

NTT 東西と誤認される可能性は否定できないことから引き続き注視すると示されていますが、実際に

は、「電気通信事業におけるグループ・企業ブランド力調査」（株式会社シード・プランニング 2008 年

9 月 17 日公表）※の結果によれば、すでに誤認されている事実があると考えられます。加えて、NTT

東日本地域のある県域等子会社においては、自社があたかも NTT 東日本殿であると騙るような表

示がなされたダイレクトメールが顧客に送付される等、県域等子会社もあえてその社名を営業に活用

している事実があります（別添資料を参照願います）。 

・  以上を踏まえると、本件に関して、昨年度に引き続き注視するのみでは不十分であり、県域等子会

社の業務実態の報告を求め、社名の使用に係る運用面の指導を徹底すると共に、「NTT 東日本-〇

〇」といった社名の即時の使用中止を NTT 東西殿に求める必要があるものと考えます。 

 

※ http://www.seedplanning.co.jp/press/2008/0917.html 

同調査によれば、「NTT 東日本-○○」や「NTT 西日本-○○」を、「NTT 東日本や NTT 西日本の

■ 本件については、昨年度の検証に基づきＮＴＴ東西より

県域等子会社における役員兼任の実態について報告を

受けたところであるが、ＮＴＴ東西に対し、当該実態に係る

本年度の状況について報告を求めることとし、ＮＴＴ東西

と県域等子会社との間の役員兼任に伴い、公正競争確

保上の問題が発生しないかどうか引き続き注視していくこ

とを検証結果に盛り込んだところであり、本検証結果を踏

まえ、速やかに所要の措置を講じる。 

   なお、ＮＴＴ東西からの報告を受け、公正競争を確保す

るために必要と認められる場合には追加的な措置を講じ

る。 

 

■ なお、昨年度の検証に基づき、０８年２月１８日、県域等

子会社におけるＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモグループからそ

れぞれ受託した業務に係る情報の目的外利用の防止等

について、周知・徹底すること等をＮＴＴ東西に対し要請

し、ＮＴＴ東西は、当該要請を受けて、適切な措置を講じて

いると報告したところであるが、ＮＴＴ東西が当該措置を

十分徹底しているかについて引き続き注視し、当該措置

の徹底が不十分である等と認められる場合には、電気通

信事業の公正な競争を確保する観点から必要な追加的

措置を講じることを検証結果に盛り込んだところであり、０

９年度の競争セーフガード制度の運用等を通じ公正競争
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子会社」と捉えている消費者が 26.8%であるのに対し、「NTT 東日本や NTT 西日本の支店」と捉えて

いる消費者は 36.3%と多数を占めている。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 行政指導を踏まえて講じられたＮＴＴ東・西による措置は、単にＮＴＴ東・西からの報告が行われたの

みであり、当該措置が適切にとられたかどうか、検証が行われていない状況です。そのため、本年度

においても、子会社を通じたグループ各社との脱法的な連携事例が指摘されており、事態は依然とし

て改善されていません。 

ＮＴＴ東・西の営業活動を受託している県域等子会社は、実質的にＮＴＴ東・西本体と同一であると

みなせます。ＮＴＴの分離・分割等の構造的措置や活用業務に対する公正競争条件担保のため、県

域等子会社をＮＴＴ東・西本体と同一とみなし、県域等子会社を禁止行為規制、特定関係事業者等の

競争ルールの適用対象範囲に加えることが適当と考えます。 

なお、電気通信事業の一層の発展と電気通信利用者の利便の増進をはかるなど、我が国経済社

会の発展に寄与することを目的として認可された財団法人（日本電信電話ユーザ協会）の全国都道

府県の各支部や各地区協会の事務局が、県域等子会社のビル内に設置されており、また、それらの

事務局が、商工会議所や地場企業等の会員向けに、ＮＴＴグループ各社社員が講師となった「ブロー

ドバンドセミナー」・講演会等を開催しているケースや、会員特典としてＮＴＴグループ各社の商品・サ

ービスについて割引サービスを取り次いでいる等のケースが見受けられます。このように全国都道府

県の各支部や各地区協会の事務局が、ＮＴＴグループ各社の営業拠点となっていることにより、県域

等子会社をはじめ、ＮＴＴグループ各社間での内部相互補助、情報共有及び共同営業が行われてい

る懸念があることから、このような事例についてもより踏み込んだ検証を行うことが必要と考えます。

【別冊：資料４参照】 

＜事例＞ 

① 日本電信電話ユーザ協会では、主な会員特典として、「ＮＴＴグループ会社が提供しているサービ

ス・商品の一部」を「会員向けに特別価格で提供」。例えば、ＮＴＴドコモの携帯電話料金の大幅な割

引、Ｂフレッツ等の（奨励金制度による）割引、電話帳／i タウンページ広告料の割引、ぷらら（B フレ

ッツ対応コース等）入会初期費用の割引等があり、ＮＴＴグループ各社間の内部相互補助等が懸念さ

れる。 

② 日本電信電話ユーザ協会では、定期的にイベントが開催され、ＮＴＴグループ各社が同社のサービ

スを訴求しており、財団の活動内容がＮＴＴの受注につながっている可能性もある。これは実質的な

共同営業とも考えられる。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 【当社意見】 

確保上の問題が認められる場合には速やかに所要の措

置を講じる。 

 

■ 「ＮＴＴ東日本－○○」等の県域等子会社の社名につい

ては法制上特段の制約はないものの、ＮＴＴ東西と誤認さ

れる可能性は否定できないことから、公正競争確保及び

利用者保護の観点から問題が生じていないかどうか引き

続き注視する。 

 

■ 御指摘の（財）日本電信電話ユーザ協会の事業活動に

ついては、引き続き、「公益法人の設立許可及び指導監

督基準」に基づいた適切な指導監督に努めていく。 

また、一般論として、電気通信事業法第２９条第１項に

該当すると認められる場合には、業務改善命令の対象と

なり得るところであり、状況について引き続き注視してい

く。 

 

■ なお、ＮＴＴの組織問題については、「ブロードバンドの

普及状況やＮＴＴの中期経営戦略の動向などを見極めた

上で２０１０年の時点で検討を行い、その後速やかに結論

を得る」（「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」

（０６年６月２０日））とされている。 
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・  昨年度の報告をみると詳細な内容が一切非開示のため定性的な内容に留まっており、指摘された

懸念は未だ払拭されておりません。 

・  そのため、本年度の報告においては、先の本制度の当社意見書（平成 20 年 8 月 25 日付）におい

ても述べたように、例えば兼務会社別の件数の開示などの定量的なデータ開示が追加で必要である

と考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

■ ［弊社意見］ 

１００％出資、「ＮＴＴ西日本－○○」という社名の利用、役員兼務によって、ＮＴＴ東西と県域等子会

社が実質的に一体経営されており、また消費者からも混同されていることは明らかであります。 

規制が適用されない子会社が関与することで、規制逃れが可能となることは、ＮＴＴ再編や指定電

気通信設備制度の趣旨を損なうものと考えるため、役員兼任は当然のことながら、社名利用や人事

交流等の禁止、さらにはＮＴＴグループの資本分離についても早急に検討すべきであると考えます。

（ケイ・オプティコム） 

 

意見２０ ＮＴＴ東西は県域等子会社に対して各種公正競争要件を遵守するよう適切な指導を行って

いることから、昨年度に引き続きＮＴＴ東西に役員兼任の実態について報告を求める必要はない。

 考え方２０ 

（ウ） ＮＴＴ東西の県域等子会社（１００％子会社）はＮＴＴ東西と実質的に一体であるとみなし、禁止行

為規制を適用すべきとの指摘（意見３７）について 

 

■ 当社は、各種公正競争要件の遵守について、県域等子会社に適切な指導を行っており、今年度の

検証において新たに公正競争確保上の具体的な問題が発生していない中で、昨年度に引き続き役

員兼任の実態について報告を求める根拠に乏しく、報告を恒常化すべきではないと考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

 

■  県域等子会社によるＮＴＴドコモ殿の代理店業務については、当社からの委託業務を実施する組

織とは別の組織において、委託業務とは独立して実施しており、営業情報等に関するファイアーウォ

ールを担保するなど、適切な措置を講じております。 

また、県域等子会社の当社からの委託業務を実施する組織に対しては、公正競争面における顧

客情報の適切な取扱いや顧客情報の目的外利用の禁止について業務委託契約に規定する等、適

切な措置を講じているところです。 

現に、今年度の検証においても特段の公正競争確保上の問題は生じておらず、今後も適切に業

務運営等を行っていくことから、役員兼任の実態について昨年度に引き続き報告を求める必要性は

乏しいと考えます。 

■ ０８年度の検証に当たっては、「競争セーフガード制度

の運用に関するガイドライン（０７年４月策定、０８年７月

改定）」に基づき、検証の対象となる各事項について、０８

年７月から９月にかけ事前に意見公募及び再意見公募を

行うとともに、必要に応じて関係事業者等に説明等を求

めたところである。 

これらを踏まえ検討した結果、本件については、昨年

度の検証に基づきＮＴＴ東西より県域等子会社における

役員兼任の実態について報告を受けたところであるが、

ＮＴＴ東西に対し、当該実態に係る本年度の状況につい

て報告を求めることとし、ＮＴＴ東西と県域等子会社との間

の役員兼任に伴い、公正競争確保上の問題が発生しな

いかどうか引き続き注視していくことを検証結果に盛り込

んだところである。 
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（ＮＴＴ西日本） 

 

意見２１ 要請に対するＮＴＴ東西の報告内容については、昨年度と同様公表することが必要。  考え方２１ 

■ 各要請に対する NTT 東西殿の報告内容の公表について 

 

【当社意見】 

各要請に対する NTT 東西殿の報告内容については、改善の進捗を利用者はじめ各ステークホル

ダーにおいても広く確認できるよう、昨年度と同様に一般に公表されることを要望致します。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

■ 総務省では、０７年度の検証に基づき講じるべき措置に

ついて、電気通信事業の公正な競争を確保するため、０

８年２月１８日、ＮＴＴ東西に対して要請を行い、同年３月３

１日にその講じた措置について報告を受けたところであ

る。 

   また、当該報告については、０８年７月２４日の「競争セ

ーフガード制度の運用に関する意見募集（２００８年度）」

において、ＮＴＴ東西による措置の状況として公表してい

るところである。 

 

■ ０８年度の検証結果においては、公正競争を確保する

上で特に懸念が認められる事項に関し、ＮＴＴ東西に所要

の措置及び報告を求めること等を盛り込んだところであ

り、本検証結果を踏まえ、速やかに所要の措置を講じる。 

 

意見２２ 競争セーフガード制度に基づく措置要請は、公正競争確保のための措置が必要かつ十分

でないことが認められる場合に限定して行うべきである。 

 考え方２２ 

■ 当社は、従来より事業法等の法令及び各種ガイドラインを遵守して事業活動を行ってきており、公

正競争上の問題は特段生じていないと考えております。 

今回、「ＮＴＴ東西に所要の措置を要請する事項」とされた事例については、2007 年度の検証結果

と同様、その根拠となる他事業者の意見はいずれも具体的な立証がなされていない、もしくは誤解に

基づくものであり、当社が不適切な行為を行ったとする指摘はあたりません。 

具体的に公正競争上の問題が生じていないにもかかわらず措置を要請することは、あたかも当社

が不公正な行為を行っているかのような誤解を生じせしめ、当社の企業イメージ、営業活動に多大な

影響を与えるものであり、実際、検証結果案の公表に際して、「独占的地位利用し営業」（読売新聞

2008 年 12 月 24 日）、「独占地位で光回線営業」（東京新聞 2008 年 12 月 25 日）等の誤解のある

報道がなされ、当社の企業イメージ、営業活動に多大な影響を与えました。 

当社の企業イメージ、営業活動に与える影響の大きさを踏まえれば、競争セーフガード制度の運

用にあたっては、他事業者の具体的な立証のない、もしくは誤解に基づく意見をもとにした検証を行う

べきではなく、誤解を与えかねない記載は問題があると考えます。 

（ＮＴＴ東日本） 

■ ０８年度の検証に当たっては、「競争セーフガード制度

の運用に関するガイドライン（０７年４月策定、０８年７月

改定）」に基づき、検証の対象となる各事項について、０８

年７月から９月にかけ事前に意見公募及び再意見公募を

行うとともに、必要に応じて関係事業者等に説明等を求

めたところである。 

これらを踏まえ検討した結果、公正競争を確保する上

で特に懸念が認められる事項に関してＮＴＴ東西に所要

の措置及び報告を求めること等を検証結果に盛り込み、

またＮＴＴ東西による措置が徹底されない場合に公正競

争を確保するための要件等に抵触する又は潜脱するお

それがある事項に関してＮＴＴ東西による当該措置の運

用について引き続き注視していくこと等を盛り込んだとこ

ろである。 



 ２５

 

■  【基本的な考え方】 

当社は、これまでも事業法等の法令及び共同ガイドライン等の各種ガイドラインを遵守しており、ま

た、他事業者からの指摘等によりお客様の誤解を生じかねない事象が確認された場合には、随時、

社内指導を行うなど、適切な事業活動を行ってきたところです。 

指定電気通信設備制度に係る禁止行為規制等の検証に関しては、幅広く意見公募が行われまし

たが、他事業者から提出された意見については、昨年度と同様に、根拠不十分なものや単なる推測

に基づいており、とりわけ所要の措置を要請する事項に係る事例については、具体的な公正競争上

の問題はないと考えます。 

それにも係らず、当社に措置を要請することは、当社の事業展開における法的予測可能性を低下

させ、事業者として本来正当な事業活動まで萎縮させるとともに、あたかも当社が不法行為を行って

いるかのような誤解を生じせしめ、企業イメージを損なうことにもなりかねないなど、問題であると考え

ます。 

このように当社の事業運営に与える影響を踏まえれば、検証対象とする他事業者意見について

は、おそれや推測によるものではなく、明確な根拠があるものに限定するとともに、「競争セーフガー

ド制度の運用に関するガイドライン」に則り、検証を通じて「公正競争確保のための措置が必要かつ

十分でないことが認められる場合」に絞って措置を要請するなど、ガイドラインに沿った適切な制度運

用が不可欠であると考えます。 

（ＮＴＴ西日本） 

 

 

 

イ）引き続き注視する事項 

意見２３ ＮＴＴ東西による接続の業務に関して知り得た情報の目的外利用の防止を徹底できるよう、

ＮＴＴ東西が講じた措置の実効性を第三者が客観的に検証できるようにすること等の追加的措置

を講じる必要がある。 

 考え方２３ 

（ア）ＮＴＴ東西が接続の業務に関して知り得た情報を自社の営業に利用しているという指摘（意見３

２）について 

 

■ ・当該事案については、昨年度検証結果において、「NTT 東西において、当該情報の目的外利用

の防止等について支店及びアウトソーシング会社の社員等に周知・徹底を図っているとしているが、

ＮＴＴ東西に対し、改めてその周知・徹底を要請し、その履行状況について総務省への報告を求める」

とされ、NTT 東西殿は遵守マニュアルの Web 掲示等の対応を行ったとされていますが、弊社意見書

でも述べたとおり、同社における不適切と思われる営業活動は依然として継続されており、昨年度か

ら変化は見られない状況にあり、「引き続き注視」という措置では不十分です。 

■ 本件については、昨年度の検証に基づき、０８年２月１８

日、ＮＴＴ東西に対して接続の業務に関して知り得た情報

の目的外利用の防止等について周知・徹底すること等を

要請し、ＮＴＴ東西は、当該要請を受け、適切な措置を講

じていると報告したところであるが、ＮＴＴ東西が当該措置

を十分徹底しているかについて引き続き注視し、当該措

置の徹底が不十分である等と認められる場合には、電気

通信事業の公正な競争を確保する観点から必要な追加

的措置を講じることを検証結果に盛り込んだところであ
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・  従って、まずは昨年度の指導に基づき NTT 東西殿が講じた措置の実効性を第三者が客観的に評

価できるよう、措置内容の詳細（遵守マニュアルの内容等）を公表し、その内容を踏まえた上で、接続

に関して知りえた情報の目的外利用の再発防止のために追加的な措置を講じる必要があるものと考

えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 行政指導を踏まえて講じられたＮＴＴ東・西による措置は、単にＮＴＴ東・西からの報告が行われたの

みであり、当該措置が適切にとられたかどうか、検証が行われていない状況です。昨年度に引き続き

同様の事例が指摘されており、「引き続き注視する」では不十分であると考えます。公正性担保のた

め、具体的にどのような措置を講じているかＮＴＴ東・西に実施状況を報告させ、それに関し他社の意

見を聞いた上で、改めて公正性が担保されているのか客観的な検証を行うことが必要です。問題が

ある事項については、ＮＴＴ東・西に必要な追加的措置等を講じさせ、実施状況を報告させるととも

に、事後検証も併せて徹底すべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 【当社意見】 

・  昨年度の本件の要請に伴うＮＴＴ東西殿の報告内容をみますと、定性的な内容に留まっており適切

な措置をしているとは考え難く、指摘されている懸念を払拭されるには至っておりません。 

・  そのため先の本制度の当社意見書（平成 20 年 8 月 25 日付）においても述べたように本年度にお

いては下記を踏まえたＮＴＴ東西殿への追加の要請が必要であると考えます。 

■ 実際に業務に携わる社員への周知方法が WEB 開示のみでは不十分と思われ、会議・説明会等を

通じての直接的な周知対応 

■ 周知時に利用された遵守マニュアルの総務省殿によるチェック 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

り、０９年度の競争セーフガード制度の運用等を通じ公正

競争確保上の問題が認められる場合には速やかに所要

の措置を講じる。 

 

 

意見２４ ドコモショップ等の販売代理店における携帯電話端末とフレッツサービスとのセット販売に

ついて、公正競争確保の観点から検証を行った上で、必要な措置を講じる必要がある。 

 考え方２４ 

（イ）ドコモショップにおいて、ＮＴＴグループ他社商品の取扱いを禁止する措置が必要との指摘（意

見３３）について 

 

■ ・本検証結果案において、「ＮＴＴ西日本は、販売代理店との代理店契約に基づきフレッツ光の取扱

いが行われているものであり、ＮＴＴドコモとの間に共同の営業行為は存在しない等としている」と示さ

れているところですが、当該事案においては競争事業者側からの立証には限界があるため、まずは

総務省殿において、当該事案に係る詳細な調査を行って頂くべきと考えます。 

■ 本件については、昨年度の検証結果において「あくまで

販売代理店がＮＴＴ東日本との代理店契約によって実施

しているものであり、これをもって直ちに排他性があると

は言えず、引き続き注視していく」としたところであり、引き

続き注視していくことを検証結果に盛り込んだところであ

り、０９年度の競争セーフガード制度の運用等を通じ公正

競争確保上の問題が認められる場合には速やかに所要
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・  具体的には、代理店との契約書の内容や、代理店への指示内容、代理店との資本関係等につい

て、総務省への報告を義務付ける等により、NTT ドコモ殿が主張されるような「代理店の自ずからの

経営判断による施策」が事実か否かも含め、ＮＴＴグループの関与の有無等について、実態調査を可

能とする措置を講じるべきと考えます。 

・  その上で、当該調査結果を踏まえて、ドコモショップに対し、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、

「ＮＴＴドコモ」という。）殿本体と同等の禁止行為規制の効果が生じるような実効性を伴う措置を適用

すること等が必要と考えます。具体的には、ドコモショップに対して自社商品の取扱いを NTT 東西殿

が求めることを禁止する等、NTT 東西殿に対して規制を課すこと等の措置が考えられます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 公社時代に構築したボトルネック設備を保有するＮＴＴ東・西が、ＮＴＴドコモやグループ内のＭＶＮＯ

事業者と連携するＦＭＣは、事業者間のサービス共有化が図られ、ブランド力を含めＮＴＴグループの

総合的な市場支配力がさらに発揮されるおそれがあることから、公正競争上大いに問題であり、認め

るべきでないと考えます。 

ＮＴＴ東・西が不当な優遇等をしていないことを第三者が内部から検証するための検証体制の構築

等の措置が講じられない限り、ＮＴＴドコモショップ（販売代理店）等における携帯電話端末とＮＴＴ東・

西のフレッツのセット販売を禁止すべきです。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ ［弊社意見］ 

ＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモ自身が排他的な取引をしているか否かに関わらず、結果的に販売代理

店において、ドミナント事業者同士のサービスを一体的に販売することは、公正競争を阻害するもの

と考えます。 

   よって、販売代理店の行為にも禁止行為規制等が適用されるよう追加的な措置を講じる必要があ

ると考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

 

の措置を講じる。 

 

 

意見２５ 市場支配力を有するＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモによる連携は特に注視すべきであり、「ホー

ムＵ」サービス等の施策が禁止行為規定に抵触しないかどうか検証を継続する必要がある。 

 考え方２５ 

（ウ）ＮＴＴ東西又はＮＴＴドコモによるＦＭＣサービスの提供が自己の関連事業者と一体となった排

他的な業務等に当たるとの指摘（意見３４）について 

 

■ ・本検証結果案において、「ＮＴＴドコモは、マルチセッション対応のブロードバンド回線であればＮＴＴ

東西以外の事業者についても対応可能である」としており、「本年６月１８日には、アッカ・ネットワーク

■ 本件については、本件において指摘されている「ホーム

Ｕ」等の事案は、「特定の電気通信事業者に対する不当

に優先的な取扱い」や「自己の関係事業者と一体となっ

た排他的な業務」等に直ちに該当するものとは認められ

ないが、そのサービス提供の態様によっては市場支配的
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スがＮＴＴドコモの提供する「ホームＵ」に対応した個人向けＡＤＳＬサービスの提供準備について発表

している」ため、排他的なサービスの提供には直ちに該当しない旨示されています。 

・  しかしながら、株式会社アッカ・ネットワークス（以下、「アッカ」という。）殿が提供準備をしているとの

発表はあったものの、実際にはサービスの提供は未だに行われておらず、結果としてＮＴＴグループ

内に閉じたサービス提供が継続している状況にあります。本検証結果案においても、「そのサービス

提供の態様によっては市場支配的な電気通信事業者に対する禁止行為規定等に抵触する又は潜

脱するおそれがある」とされているところであり、ＮＴＴドコモ殿とアッカ殿の協議状況について、報告

の義務付けやヒアリングの実施等の措置を講じ、随時状況把握を行うべきと考えます。 

・  また、「東・西 NTT の業務拡大に係る公正競争ガイドライン」（以下、「活用業務ガイドライン」とい

う。）の別紙 2「今後想定される具体的な業務に関する基本的な考え方」において、「固定通信分野・

移動通信分野双方の市場支配力が結合することにより、NTT ドコモ以外の電気通信事業者との間に

おける実質的な公平性の確保に支障を及ぼす恐れの蓋然性は高い」とされ、両社間の排他的な共

同営業が禁止されていることに鑑みれば、「マルチセッション対応のブロードバンド回線であればＮＴＴ

東西以外の事業者についても対応可能である」とする技術仕様については、本来サービス提供前に

公表がなされるべきであり、当該事案のように事後的な公表等の対応では不十分であると考えます。

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 公社時代に構築したボトルネック設備を保有するＮＴＴ東・西が、ＮＴＴドコモやグループ内のＭＶＮＯ

事業者と連携するＦＭＣは、事業者間のサービス共有化が図られ、ブランド力を含めＮＴＴグループの

総合的な市場支配力がさらに発揮されるおそれがあることから、公正競争上大いに問題であり、認め

るべきでないと考えます。 

ＮＴＴ東・西が不当な優遇等をしていないことを第三者が内部から検証するための検証体制の構築

等の措置が講じられない限り、ＮＴＴドコモショップ（販売代理店）等における携帯電話端末とＮＴＴ東・

西のフレッツのセット販売を禁止すべきです。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 【当社意見】 

・  ＮＴＴドコモ殿は移動体市場において相対的に高いシェアを有する電気通信事業者であり、市場支

配力があります。そのビジネスモデルは垂直統合（端末レイヤー、通信レイヤー、プラットフォームレ

イヤー、コンテンツアプリケーションレイヤー）であり、単独でも、各レイヤーのみにおいて活動する事

業者に対して、市場支配力を行使して、他の事業者の事業活動を排除、もしくは制限する蓋然性が

高いといえます。 

・  ＮＴＴ東日本殿の事例にもあるように、第一種指定電気通信設備を設置する事業者には、接続会計

に基づいて接続料を算定し接続約款も認可制という規制があるにもかかわらず、Ｂフレッツサービス

な電気通信事業者に対する禁止行為規定等に抵触する

又は潜脱するおそれがあることから、引き続き注視してい

くことを検証結果に盛り込んだところであり、０９年度の競

争セーフガード制度の運用等を通じ公正競争確保上の問

題が認められる場合には速やかに所要の措置を講じる。 
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の提供に際して、分岐方式による接続料金及びユーザ料金を設定しながら同サービスの提供に当た

り光ファイバ 1 芯を 1 ユーザに使用させることで、ＮＴＴ東日本殿の加入者光ファイバに接続してＦＴＴ

Ｈサービスを販売する他の電気通信事業者の新規参入を妨害することにより、戸建て住宅向けＦＴＴ

Ｈサービス市場の競争を制限していたこともありました。 

・  このように、市場支配力を有する指定電気通信事業者間の連携は、特に注視すべきであり、ＮＴＴド

コモ殿及びＮＴＴ東西殿が、現在実施している「ホームＵ」等の施策を、個別の事案として、排他的業

務に該当するかどうか検証することも必要ですが、競争セーフガードの中では、ＮＴＴグループの中で

も特にアクセス回線を有するＮＴＴドコモ殿とＮＴＴ東西殿の動向全般について、注視することが必要と

考えますし、この累次の検証は、2010 年のＮＴＴグループの再々編議論の材料にもすべきと考えま

す。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

意見２６ 家電量販店におけるＯＣＮの取扱いがＮＴＴ東西による不当な差別的取扱いに該当するか

どうかについて、公正競争が確保されているか検証を行った上で、必要な措置を講じる必要があ

る。 

 考え方２６ 

（エ）家電量販店で、ＮＴＴ東西がＯＣＮを優先的に取り扱っているおそれがあるとの指摘（意見３５、

４４、４７）、ＯＣＮwith フレッツとＮＴＴドコモの携帯電話の同時加入に対する高額ポイントの付

与は、関連事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供に相当するとの

指摘（意見３６）について 

 

■ ・本事案における検証結果案において、「ＮＴＴコミュニケーションズは家電量販店を通じた営業活動

をＮＴＴ東西とは独立して実施して」おり、「当該代理店によるＯＣＮの取扱いがＮＴＴ東西による不当な

差別的取扱いに該当するとの論拠は十分でない」との見解が示されていますが、ＮＴＴグループと代

理店の関係等については、競争事業者側から論証できる範囲には限界があります。 

・  従って、まずは総務省殿において当該事案に係る詳細な検証を行って頂くべきと考えます。具体的

には、代理店との契約書内容や、代理店への指示内容、代理店との資本関係等について、ＮＴＴ東

西殿、NTT ドコモ殿、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下、「ＮＴＴコミュニケーション

ズ」という。）殿から総務省殿への報告を義務付ける等により、NTT ドコモ殿が主張されるような「代理

店の自ずからの経営判断による施策」が事実か否かも含め、ＮＴＴグループの関与の有無等につい

て実態調査を可能とするような措置を講じるべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ ［弊社意見］ 

ＮＴＴ東西、ＮＴＴコミュニケーションズ及びＮＴＴドコモ自身が排他的な取引をしているか否かに関わ

■ 本件については、ＮＴＴ東西は販売代理店が自ら営業戦

略に基づいて選択した結果であるとし、また、ＮＴＴコミュ

ニケーションズは家電量販店を通じた営業活動をＮＴＴ東

西とは独立して実施しているとしており、当該代理店によ

るＯＣＮの取扱いがＮＴＴ東西による不当な差別的取扱い

に該当するとの論拠は十分でないが、本指摘に関連して

公正競争確保を阻害する行為が行われていないかにつ

いて引き続き注視していくことを検証結果に盛り込んだと

ころであり、０９年度の競争セーフガード制度の運用等を

通じ公正競争確保上の問題が認められる場合には速や

かに所要の措置を講じる。 

 

■ 本件については、ＮＴＴドコモは、量販店がＮＴＴドコモの

代理店契約とは別に、量販店自らの経営判断でＮＴＴ東

西とフレッツサービスの販売に関する代理店契約を締結

し販売促進施策を実施しているとしており、当該代理店の

販売施策が「自己の関係事業者のサービスを排他的に

組み合わせた割引サービスの提供」に該当するとの論拠

は十分でないが、本指摘に関連して公正競争確保を阻害
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らず、結果的に販売代理店において、特定関係事業者やドミナント事業者同士のサービスを一体的

に販売することは、公正競争を阻害するものと考えます。 

よって、販売代理店の行為にも禁止行為規制等が適用されるよう追加的な措置を講じる必要があ

ると考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

 

■ 再編成に関する基本方針においてＮＴＴ東・西とＮＴＴコミュニケーションズの共同営業は禁止されて

いるにも関わらず、販売代理店自らの営業戦略に基づいたものであるとして、実態としてＮＴＴ東・西

とＮＴＴコミュニケーションズの共同営業となる活動が現在も行われています。 

例えば、家電量販店において、ＮＴＴ西日本が設置した専用ブースにて、ＮＴＴ西日本から派遣され

た販売員がＯＣＮwith フレッツ等を実質的に販売している等、複数の事例が指摘されています。 

本年度も上記のような事例が指摘されており、「引き続き注視する」では不十分であると考えます。

行政指導を踏まえて講じられたＮＴＴ東・西による措置は、単にＮＴＴ東・西からの報告が行われたの

みであり、当該措置が適切にとられたかどうか、検証が行われていない状況です。公正性担保のた

め、具体的にどのような措置を講じているかＮＴＴ東・西に実施状況を報告させ、それに関し他社の意

見を聞いた上で、改めて公正性が担保されているのか客観的な検証を行うことが必要です。問題が

ある事項については、ＮＴＴ東・西に必要な追加的措置等を講じさせ、実施状況を報告させるととも

に、事後検証も併せて徹底すべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

する行為が行われていないかについて引き続き注視して

いくことを検証結果に盛り込んだところであり、０９年度の

競争セーフガード制度の運用等を通じ公正競争確保上の

問題が認められる場合には速やかに所要の措置を講じ

る。 

 

意見２７ 家電量販店を通じたＮＴＴ東西による各種販売施策については他ＩＳＰとＯＣＮは全く同列の

扱いであることから、公正競争上の問題は生じていない。 

 考え方２７ 

（エ）家電量販店で、ＮＴＴ東西がＯＣＮを優先的に取り扱っているおそれがあるとの指摘（意見３５、

４４、４７）、ＯＣＮwith フレッツとＮＴＴドコモの携帯電話の同時加入に対する高額ポイントの付

与は、関連事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供に相当するとの

指摘（意見３６）について 

 

■ 【意見】 

「競争セーフガード制度の運用に関する意見募集（２００８年度）の再意見の募集」に対する弊社再

意見に記載したところですが、弊社はＮＴＴ東西とは個別に家電量販店と代理店契約を締結している

とともに、他ＩＳＰも家電量販店と自由に代理店契約を締結しており、家電量販店に対する営業活動は

各社とも独立して展開していると認識しています。一方、家電量販店における販売施策は家電量販

店自らの判断で実施しているところであり、家電量販店を通じたＮＴＴ東西による各種販売施策につ

いては他ＩＳＰと当社とは全く同列の扱いであると認識しており、弊社インターネット接続サービス（ＯＣ

■ 本件については、ＮＴＴ東西は販売代理店が自ら営業戦

略に基づいて選択した結果であるとし、また、ＮＴＴコミュ

ニケーションズは家電量販店を通じた営業活動をＮＴＴ東

西とは独立して実施しているとしており、当該代理店によ

るＯＣＮの取扱いがＮＴＴ東西による不当な差別的取扱い

に該当するとの論拠は十分でないが、本指摘に関連して

公正競争確保を阻害する行為が行われていないかにつ

いて引き続き注視していくことを検証結果に盛り込んだと

ころであり、０９年度の競争セーフガード制度の運用等を

通じ公正競争確保上の問題が認められる場合には速や

かに所要の措置を講じる。 
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Ｎ）の販売促進について、公正競争上の問題はないと認識しております。 

さらに、「競争セーフガード制度に基づく検証結果（２００７年度）」（２００８年２月１８日総務省）にお

いても、ＮＴＴ東西によるＯＣＮの取扱いについて「不当性を有する差別的な取扱いであるとの論拠は

十分ではない」ともされており、本指摘事項について注視の必要はないと考えます。 

このように公正競争上の問題が確認されていないにもかかわらず、「ＮＴＴ東西に所要の措置を要

請する事項」として「引き続き注視していく」と位置づけることは、潜在的な問題が内包されているよう

な誤解を広く一般に招きかねず、結果として弊社及び家電量販店が行う正当な営業活動を阻害する

ものであることから適当ではないと考えます。 

（ＮＴＴコミュニケーションズ） 

 

意見２８ ＮＴＴファイナンスによるＮＴＴグループ各社のサービスの実質的なセット割引は公正競争要

件を潜脱するものであることから、速やかに所要の措置を講じるべきである。 

 考え方２８ 

（オ）ＮＴＴファイナンスによるＮＴＴグループカードの「おまとめキャッシュバックコース」が、ＮＴＴファ

イナンスを介したグループ各社の優先的取扱いに該当するとの指摘（意見３８）について 

 

■ ・本事案は、「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」(以下、「共同ガイドライン」と

いう。）で禁止されている「自己の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提

供」の項目に該当し、関係会社を介してグループ会社の商品・サービスを優先的に提供することで、

「特定の電気通信事業者を優先的に取り扱ってはならない」とする事業法第 30 条第 3 項 2 号の規

定を脱法的に運用している恐れがあり、実質的なセット割引にあたるものと考えます。本検証結果案

においても、NTT ファイナンス株式会社殿によるグループ会社の商品・サービスの優先的提供は、

「指定電気通信設備制度に係る禁止行為規制及びＮＴＴグループに係る累次の公正競争要件を事実

上潜脱するおそれがある」とされているところであり、総務省殿においても同様の認識を示していると

ころです。 

・  従って、当該サービスの特典の提供について、検証結果案で記述されているような「見直しの方向

で検討されると聞いている」といった曖昧な報告等を聞き入れ、自主的な見直しを期待するといった

対応では不十分と言わざるを得ません。本制度の趣旨を踏まえ、即時に提供を禁止する等厳格な措

置を講じるべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 昨年度に引き続き同様の事例が指摘されており、「引き続き注視する」では不十分であると考えま

す。 

ＮＴＴ持株会社の傘下にあるＮＴＴファイナンスが、公社時代に構築したボトルネック設備を保有す

るＮＴＴ東・西とＮＴＴドコモ等、ＮＴＴグループ各社の実質的なセット割引を実施することは、実効上排

■ 本件については、当該特典は、「自己の関係事業者の

サービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供」

が禁止されているＮＴＴ東西又はＮＴＴドコモにおいて実施

されているものではないが、ＮＴＴファイナンスにおいて、

自社のクレジットカード利用者に対し、ＮＴＴグループが提

供する電気通信サービスのみを組み合わせた特典の提

供が行われているものであり、このような取扱いは現行

の法制度上直ちに禁止されるものではないが、当該特典

の提供方法については、指定電気通信設備制度に係る

禁止行為規制及びＮＴＴグループに係る累次の公正競争

要件を事実上潜脱するおそれがあるため、引き続き注視

していくことを検証結果に盛り込んだところであり、０９年

度の競争セーフガード制度の運用等を通じ公正競争確保

上の問題が認められる場合には速やかに所要の措置を

講じる。 

   なお、ＮＴＴファイナンスにおいては、当該特典の提供

方法について、０９年度第１四半期目途でＮＴＴグループ

以外の事業者も対象に含める方向で見直しが行われる

ものと聞いている。 
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他性があり、競争を排除するものと考えます。公正性担保のため、具体的にどのような措置を講じて

いるかＮＴＴ東・西に実施状況を報告させ、それに関し他社の意見を聞いた上で、改めて公正性が担

保されているのか客観的な検証を行うことが必要です。問題がある事項については、ＮＴＴ東・西に必

要な追加的措置等を講じさせ、実施状況を報告させるとともに、事後検証も併せて徹底すべきと考え

ます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

意見２９ ドライカッパの新規工事と解除工事における工事設定日について公正性が確保されていな

い事例が発生した場合には、所要の措置を講じる必要がある。 

 考え方２９ 

（カ）ドライカッパの新規工事と解除工事における工事設定可能日について公平性を確保すべきと

の指摘（意見３９）について 

 

■ 引き続き同様の事例が発生した場合には、ＮＴＴ東・西が差別的な取扱いをしていないことを第三者

が内部から検証するための検証体制の構築等の措置を講じることが必要と考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 本件については、ＮＴＴ東西からは、他事業者の工事も

ＮＴＴ東西自身の工事と同条件としており、差別的な取扱

いをしていないとの意見が示されたが、検証結果に示し

たとおり、まずは接続事業者とＮＴＴ東西との間で協議を

行うことが望ましく、当該協議の状況等を踏まえ、総務省

においては必要に応じて所要の措置を検討することとす

る。 

 

意見３０ ＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモによるグループの連携等によるサービスの展開については、上位

レイヤーのみならず通信レイヤーに対する不当な市場支配力行使に該当するおそれがあることか

ら、公正競争確保の観点からの検証を堅持する必要がある。 

 考え方３０ 

（キ）ＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモの通信レイヤーにおける市場支配力がグループの連携等を活用し

て上位レイヤーへ不当に行使されていないか適時検証すべきとの指摘（意見４１）について」

の検証結果（案） 

 

■ ・今年度検証結果案において、「ＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモとコンテンツプロバイダーとの関係につい

て引き続き注視していくとともに、総務省においてもコンテンツプロバイダー等に対する一元的な相談

窓口の設置等の施策を検討していく」こととされていますが、NTT 東西殿及び NTT ドコモ殿といった

指定電気通信設備を設置する事業者と上位レイヤーの結びつきにより不利益を被る対象はコンテン

ツプロバイダーのような上位レイヤーのプレイヤーのみに限らない点に留意が必要です。 

•  具体的には、NTT 東西殿及び NTT ドコモ殿と上位レイヤーの結びつきにより、特定のコンテンツを

独占的に配信する等の排他的な連携が行われた場合、競争事業者を始めとする通信レイヤーのプ

レイヤーに対しても競争上多大な不利益を及ぼすこととなります。実際、本検証結果案で触れられて

いる「フレッツ・テレビ」サービスの事案においては、NTT 東西殿が上位レイヤーと連携の上、その市

場支配力・ブランド力を活用し通信・放送サービスの一体的営業を行っていることについて、ケーブル

■ 本件については、「コンテンツプロバイダーに対する不

当な規律・干渉」等に該当する事案を具体的に指摘した

ものではないが、ＮＴＴ東西又はＮＴＴドコモが「コンテンツ

プロバイダーに対する不当な規律・干渉」を行っていると

認められる場合には市場支配的な電気通信事業者に対

する禁止行為規定等に抵触するおそれがあることから、

ＮＴＴ東西及びＮＴＴドコモとコンテンツプロバイダとの関係

について引き続き注視していくことを検証結果に盛り込ん

だところであり、０９年度の競争セーフガード制度の運用

等を通じ公正競争確保上の問題が認められる場合には

速やかに所要の措置を講じる。 

 

■ なお、総務省は、電気通信事業者の電気通信役務の提

供条件や接続等の条件に関し、コンテンツプロバイダ及
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テレビ事業者をはじめとした競争事業者から懸念が示されているところです。 

・  従って、設置される窓口においては競争事業者からの相談も広く受け付けることは勿論のこと、レイ

ヤーを跨る事業者同士の連携が、他の競争事業者へどのような影響を与えるかといった幅広い視点

を常に堅持して頂くことを要望します。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 公社時代に構築したボトルネック設備を保有するＮＴＴ東・西が展開するサービスについては、上位

レイヤーに対して、レバレッジを行使することによって市場を歪め公正競争上の問題を生じていない

か、改めて検証すべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 【当社意見】 

・  ＮＴＴ東西殿、ＮＴＴドコモ殿のような市場支配力を持つ事業者がグループで連携することは禁止行

為に該当すると考えます。ＮＴＴコミュニケーションズ殿のような特定関係事業者との取引もグループ

連携により上位レイヤーへの市場支配力の行使のおそれがあると考えます。 

・  特に、ＮＴＴドコモ殿は、移動体市場で約 50％という相対的に非常に高いシェアを持つ事業者であ

るにもかかわらず、現行の第二種通信設備制度としての規制に、ルール化（非裁量性）、明確化（予

測可能性）、適正な手続きについて具体的に盛り込まれていないことが、今後も事業者間協議におい

て問題となると考えられます。 

・  したがって、ＮＴＴドコモ殿についてもＮＴＴ東西殿の特定関係事業者に指定すべきと考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

■ ［弊社意見］ 

検証結果（案）に示されている事項に加え、ＮＴＴ東西によるＮＧＮを介したコンテンツプロバイダー

の排他的な囲い込みの有無についても、注視いただくよう要望いたします。 

（ケイ・オプティコム） 

 

びアプリケーションサービスプロバイダからの相談、意見

及び問い合わせ等について一元的に対応するため、「コ

ンテンツプロバイダ等相談センター」を０９年２月２３日に

開設したところである。 

 

意見３１ ＮＴＴ西日本がウェブサイトで利用している情報が顧客情報ではなく設備情報であったとし

ても、当該情報を営業活動に用いることは公正競争を阻害するものであることから、所要の措置

を講じる必要がある。 

 考え方３１ 

（ク）ＮＴＴ西日本のフレッツ光のウェブサイトには、電話番号から住宅の種別を判別してサービスを

案内する機能があり、また、電話帳等で公表していないにもかかわらずＮＴＴ西日本の販売代

理店からフレッツ光の電話勧誘やＤＭの送付が行われていることから、ＮＴＴ西日本が加入電

話の顧客情報を利用して営業活動を行っているおそれがあるとの指摘（意見４９、５０）につい

■ 本件については、加入電話及びＩＮＳ６４の契約に関して

得た加入者情報であって、他事業者が利用できないもの

を用いた営業活動は、累次の活用業務の認可条件であ

る「加入者情報の流用防止」等に抵触することから、ＮＴＴ
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て 

 

■ ［弊社意見］ 

ウェブサイトの問題に関して、参考資料の考え方（案）において、「ＮＴＴ西日本から、設備情報を利

用しており、また当該情報はＮＴＴ西日本との相互接続事業者であれば利用可能との説明を受けた」

旨の記載がありますが、利用者に割り当てられた電話番号は、利用者と密接に紐付いているという

点で、設備情報ではなく、顧客情報であるとも考えられます。 

また、仮に設備情報であっても、競争事業者が必ずしも接続事業者とは限らないなかで、独占時

代から引き継ぐ当該情報を営業活動に用いることは、公正競争を阻害するものであります。 

よって、このような利用は正当性を欠くため、速やかに停止させるべきであると考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

 

■ 昨年度に引き続き同様の事例が指摘されており、「引き続き注視する」では不十分であると考えま

す。 

ＮＴＴ東・西が加入電話の顧客情報をフレッツサービス等の営業に活用することのないよう、顧客情

報管理体制（運用）の検証を可能とするための仕組み（第三者による内部からの検証体制の構築）等

の措置をＮＴＴ東・西に講じるべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

西日本の営業活動の適正性について引き続き注視して

いくことを検証結果に盛り込んだところであり、０９年度の

競争セーフガード制度の運用等を通じ公正競争確保上の

問題が認められる場合には速やかに所要の措置を講じ

る。 

 

 

意見３２ ＮＴＴ東西のＮＧＮ上におけるＩＰｖ６インターネット接続サービス実現方式について、ＮＴＴ東

西がインターネット接続機能を提供する方式を採用することは公正競争確保の観点から認めるべ

きではなく、ＩＳＰの事業の自由度が損なわれることのないよう事前のルール整備を確実に行うべ

き。 

 考え方３２ 

（ケ）ＩＰｖ６マルチプレフィクス問題解消のためのＮＴＴ東西とＩＳＰとの間で行われている協議が公正

競争上の問題が生じる結論とならないよう注視が必要との意見（意見５２）について 

 

■ ボトルネック設備に起因する市場支配力を有するＮＴＴ東・西自身がＩＳＰ事業を営むのであれば、も

はや活用業務の問題ではなく、ＮＴＴの在り方そのものの問題であるため、本件については速やかに

ＮＴＴの組織問題と併せて議論されるべきと考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ ・NTT-NGN 上における IPv6 インターネット接続サービス実現方式については、NTT 東西殿の加入

者回線の独占性が排除されない限り、公正競争可能な領域が最大限確保される方式を採用すべき

であり、NTT 東西殿がインターネット接続機能を提供することになる方式を採用することは、NTT 東

■ 本件については、ＩＰｖ６への移行に伴う諸課題につい

て、ＮＴＴ東西はＩＳＰ事業者等と協議を行っているところと

承知しており、ＮＴＴ東西が、新たに、都道府県の区域を

越えて電気通信役務の提供又は料金設定を行うこととな

るＩＳＰ事業を行う場合には、活用業務の認可申請が必要

であり、当該申請が行われた場合には、総務省におい

て、東・西ＮＴＴの業務範囲拡大に係る公正競争ガイドラ

インに基づき、公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれ

の有無について適切に審査を行うことを検証結果に盛り

込んだところである。 
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西殿の市場支配力をインターネット接続の領域にまで拡大するものであり、ISP 市場における公正競

争環境を確保する上で決して認めるべきではないものと考えます。 

・  従って、総務省殿においては、本件に係る活用業務認可手続の実施はもちろんのこと、NTT 東西

殿の市場支配力が ISP 領域に及び、ISP の事業の自由度が損なわれることのないよう、事前のルー

ル整備を確実に行って頂きたいと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 【当社意見】 

・  NTT 東西殿の ISP 事業を行うための最終的な活用業務の可否判断は認可申請の手続のなかで

行われるものと考えますが、すでに弊社をはじめ各社より公正競争上の問題を指摘されているところ

であり、本制度を通じてその議論の進捗に注視することは公正競争上確保の上で非常に意義のある

ことと考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

■ ［弊社意見］ 

ＮＴＴ東西がＩＳＰ事業を行うことは当然のことながら、ＮＧＮにおけるＩＰｖ６マルチプレフィクス問題の

解決策として、ＮＴＴ東西がエンドユーザにＩＰｖ６アドレスを付与する方式（ＮＴＴ東西によるインターネ

ット接続機能の提供）を採用することも、ＮＴＴ再編時の趣旨等に照らして、そもそも認められるもので

はないと考えます。 

そのため、活用業務としての認可申請を許容するかのような検証結果（案）は不適当であると考え

ます。 

（ケイ・オプティコム） 

 

 

意見３３ ＮＴＴグループの一体的経営を防止するために、ＮＴＴグループ会社間のファイヤーウォー

ルが実効的に担保されているか客観的に検証可能とする等の追加的措置を講じるべきである。 

 考え方３３ 

（コ）ＮＴＴグループの実質的な一体経営を防止する観点から、ＮＴＴグループ会社間の役員等の人

事異動を禁止する等の追加措置が必要との指摘（意見５３）について 

 

■ ・今年度検証結果案において、「ＮＴＴ東西は会社間人事異動時には役員を含めた全従業員を対象

として退任・退職（転籍）後を含めた守秘義務等の遵守に関する誓約書の提出を義務付けるなどの

取組を実施しているとしており、引き続き注視していく」こととしていますが、実態としてグループ会社

間で定常的な役員の異動が依然として見受けられる中では、いかに会社間の人事異動時の守秘義

務遵守を徹底したとしても、ファイヤーウォールが完全に機能すると断定することは不可能と考えま

す。従って、少なくとも、当該誓約書によって、会社間のファイヤーウォールが実効的に保たれるか否

■ 本件については、ＮＴＴ東西は会社間人事異動時には

役員を含めた全従業員を対象として退任・退職（転籍）後

を含めた守秘義務等の遵守に関する誓約書の提出を義

務付けるなどの取組を実施しているとしており、引き続き

注視していくことを検証結果に盛り込んだところであり、０

９年度の競争セーフガード制度の運用等を通じ公正競争

確保上の問題が認められる場合には速やかに所要の措

置を講じる。 
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かを客観的に検証できるよう、その内容を公開すると共に、遵守状況を NTT グループに報告させる

等の追加的措置を講じるべきと考えます。 

・  また、そもそも、グループ会社間の定常的な人事異動は、持株会社体制による一元的組織管理形

態によってこそ可能であり、当該体制下においていかに守秘義務等を徹底したとしても、必要十分な

ファイヤーウォールを機能させることは非常に困難であると考えます。競争事業者との間での公正競

争環境を実現するというそもそもの移動体部門の分離並びに NTT 再編時の趣旨に鑑みれば、持ち

株体制等を背景とした役員間の人事異動をはじめとする一体的経営は早急に禁止されるべきと考え

ます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ ＮＴＴ東・西は会社間人事異動時には役員を含めた全従業員を対象として退任・退職（転籍）後を含

めた守秘義務等の遵守に関する誓約書の提出を義務付けるなどの取組を実施しているとしています

が、役員兼任、在籍出向が明確に法律上禁止されているのは、ＮＴＴ東・西とＮＴＴコミュニケーション

ズ間のみであり不十分であると考えます。違反した際の罰則等も規定されておらず、役員兼任の禁

止等がどの程度履行されているのか外部からは判断できない状況です。 

競争の領域が、移動体・映像・ソリューション領域等へ拡大することに伴い、ＮＴＴグループ連携が

益々強化されています。このため、ＮＴＴグループの共同的・一体的な市場支配力の濫用を防止する

観点から、まずは役員兼任等によるＮＴＴグループ一体経営を防止するため、特定関係事業者として

ＮＴＴドコモ・ＮＴＴデータ・ＮＴＴ－ＭＥ等を指定することが必要と考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

 

意見３４ ＮＴＴグループの法人営業の集約によるＮＴＴコミュニケーションズへの顧客情報の提供は

公正競争を阻害するおそれがあることから、他事業者との公平性が担保されているか客観的な

検証が必要。また、財団法人の各支部や事務局がＮＴＴグループ各社の営業拠点となり共同営業

等が行われている懸念があることについても、検証を行う必要がある。 

 考え方３４ 

（サ）ＮＴＴグループの法人営業の集約により、ＮＴＴ東西とＮＴＴコミュニケーションズが共同で営業

活動を行っているように見えるという等の指摘（意見５５）について 

 

■ 昨年度に引き続き同様の事例が指摘されており、「引き続き注視する」では不十分であると考えま

す。 

ＮＴＴコミュニケーションズに提供された法人顧客の情報は、当社等他の電気通信事業者には提供

されていません。「ＮＴＴの承継に関する基本方針」における「地域会社と長距離会社との間で提供さ

れる顧客情報その他の情報は、他の電気通信事業者との間の者と同一とすること」との条件に反し

ており、既に公正競争を阻害していると考えます。公正性担保のため、具体的にどのような措置を講

■ 本件については、ＮＴＴ東西は、両社がＮＴＴコミュニケー

ションズの販売業務を受託する場合の条件や、ＮＴＴコミ

ュニケーションズに提供する顧客情報その他の情報は他

の電気通信事業者との間のものと同一であるとしている

が、当該措置の運用が徹底されない場合には、公正競争

を阻害するおそれがあるため、ＮＴＴ東西による当該措置

の運用について引き続き注視していくことを検証結果に

盛り込んだところであり、０９年度の競争セーフガード制

度の運用等を通じ公正競争確保上の問題が認められる
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じているかＮＴＴ東・西に実施状況を報告させ、それに関し他社の意見を聞いた上で、改めて公正性

が担保されているのか客観的な検証を行うことが必要です。問題がある事項については、ＮＴＴ東・西

に必要な追加的措置等を講じさせ、実施状況を報告させるとともに、事後検証も併せて徹底すべきと

考えます。 

なお、電気通信事業の一層の発展と電気通信利用者の利便の増進をはかるなど、我が国経済社

会の発展に寄与することを目的として認可された財団法人（日本電信電話ユーザ協会）の全国都道

府県の各支部や各地区協会の事務局が、県域等子会社のビル内に設置されており、また、それらの

事務局が、商工会議所や地場企業等の会員向けに、ＮＴＴグループ各社社員が講師となった「ブロー

ドバンドセミナー」・講演会等を開催しているケースや、会員特典としてＮＴＴグループ各社の商品・サ

ービスについて割引サービスを取り次いでいる等のケースが見受けられます。このように全国都道府

県の各支部や各地区協会の事務局が、ＮＴＴグループ各社の営業拠点となっていることにより、県域

等子会社をはじめ、ＮＴＴグループ各社間での内部相互補助、情報共有及び共同営業が行われてい

る懸念があることから、このような事例についてもより踏み込んだ検証を行うことが必要と考えます。

【別冊：資料４参照】 

＜事例＞ 

① 日本電信電話ユーザ協会では、主な会員特典として、「ＮＴＴグループ会社が提供しているサービ

ス・商品の一部」を「会員向けに特別価格で提供」。例えば、ＮＴＴドコモの携帯電話料金の大幅な割

引、Ｂフレッツ等の（奨励金制度による）割引、電話帳／i タウンページ広告料の割引、ぷらら（B フレ

ッツ対応コース等）入会初期費用の割引等があり、ＮＴＴグループ各社間の内部相互補助等が懸念さ

れる。 

② 日本電信電話ユーザ協会では、定期的にイベントが開催され、ＮＴＴグループ各社が同社のサービ

スを訴求しており、財団の活動内容がＮＴＴの受注につながっている可能性もある。これは実質的な

共同営業とも考えられる。 

（ＫＤＤＩ） 

 

場合には速やかに所要の措置を講じる。 

 

■ 御指摘の（財）日本電信電話ユーザ協会の事業活動に

ついては、引き続き、「公益法人の設立許可及び指導監

督基準」に基づいた適切な指導監督に努めていく。 

また、一般論として、電気通信事業法第２９条第１項に

該当すると認められる場合には、業務改善命令の対象と

なり得るところであり、状況について引き続き注視してい

く。 

意見３５ ＮＴＴ東西のＮＧＮに係る活用業務の認可条件１が満たされているか検証が必要である。

また、活用業務制度によるＮＴＴ東西の業務範囲拡大により公正競争の確保が困難となっている

ことから、活用業務制度の在り方の早期見直しやＮＴＴグループの組織問題の速やかな検討が必

要である。 

 考え方３５ 

（シ）ＮＧＮに係る活用業務が認可されたことにより、ＮＴＴ東西の業務範囲が拡大し、ＮＴＴ東西の

一体化が進行しており、公正競争環境確保の観点からは、現状の措置のみでは不十分では

ないかとの指摘（意見５７、５８）について 

 

■ ・NTT 東西殿の提供する次世代ネットワーク等を利用したサービスに係る活用業務（以下、「NTT-

■ 本件については、「次世代ネットワークを利用したフレッ

ツサービスの県間役務提供・料金設定」等に係る認可に

際しては、「電気通信事業の公正な競争を確保するため

に講ずる具体的な措置」を履行すること及び８項目の認

可条件を条件として付して認可したものであり、ＮＴＴ東西
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NGN に係る活用業務」という。）の認可（2008 年 2 月 25 日）に伴う認可条件 1 は、ＮＴＴ-NGN に係

る活用業務の認可後に整理された「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方について」答申

（以下、「NGN 接続ルール答申」という。）の結果を踏まえることとされています。従って、本検証結果

案における総務省殿の考え方において、「東・西ＮＴＴの業務範囲拡大に係る公正競争ガイドラインに

従い、ＮＴＴ東西が営もうとする活用業務がこれら要件を満たすか否かを厳格に審査した上で、認可

に係る判断を行う」と示されている以上、NGN 接続ルール答申の結果を当該認可条件に反映させた

上で、NTT 東西殿が当該認可条件を満たしているか否かについて直ちに審査することが必要です。

・  また、総務省殿は活用業務の認可において厳格な審査を行っているとしていますが、前回弊社意

見書にて述べた通り、そもそも実態としてＮＴＴ-NGN に見られるように活用業務が実質的に NTT 東

西の主要業務となる見込みである等、活用業務制度及び NTT 再編成の主旨はすでに形骸化し、公

正競争環境の確保が困難となっていることから、活用業務制度の在り方について速やかに見直しを

図るとともに、NTT の組織の在り方に踏み込んだ議論の早期開始が必要と考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 活用業務でのＮＴＴ東・西の事業領域拡大、中期経営戦略に見られるグループ連携強化等により、

構造的措置（ＮＴＴドコモ分離、ＮＴＴ再編成）の趣旨が形骸化していると考えます。ボトルネック設備と

ＮＴＴグループの市場支配力の問題が解決されないまま、これまでに活用業務が認可されてきたこと

自体が問題と考えます。 

今回も上記問題を解決しないまま、ＮＴＴ東・西の事業領域拡大につながるＮＧＮを利用した活用業

務を認可したことは適切ではなく、公正競争の確保のためのルール整備を速やかに講じるべきと考

えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■［弊社意見］ 

ＮＴＴ東西をはじめとしたＮＴＴグループが、本来の規制の枠を超えて、自らの理屈によって事業範

囲を拡大していることがそもそも問題であり、ＮＴＴグループの市場シェアが高まる要因にもなっており

ます。 

そのため、ＮＴＴグループにおける事業運営上の全ての行為に対して厳正な規制をかける必要が

あると考えますので、禁止行為規制や累次の公正競争要件の適用範囲拡大等、規制内容のさらな

る強化を行うべきであります。 

また、活用業務については、今後認可を控えるべきであり、現在の認可業務についても改めて検

証すべきであると考えます。 

（ケイ・オプティコム） 

 

による当該措置の運用状況及び当該条件の遵守の状況

について注視していくことを検証結果に盛り込んだところ

であり、０９年度の競争セーフガード制度の運用等を通じ

公正競争確保上の問題が認められる場合には速やかに

所要の措置を講じる。 

 

■ ＮＴＴ法第２条第５項の規定に基づき、総務大臣は、ＮＴ

Ｔ東西による地域電気通信業務等の円滑な遂行及び電

気通信事業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれ

がないと認めるときは、ＮＴＴ東西が活用業務を営むこと

について認可しなければならないとされている。総務省と

しては、東・西ＮＴＴの業務範囲拡大に係る公正競争ガイ

ドラインに従い、ＮＴＴ東西が営もうとする活用業務がこれ

ら要件を満たすか否かを厳格に審査した上で、認可に係

る判断を行うものである。 

なお、９９年のＮＴＴ再編成は、ボトルネック設備を保有

する独占的な地域通信部門と競争分野である長距離通

信部門を構造的に分離することにより、公正な競争を確

保する等の趣旨で実施されたものである。活用業務制度

においては、このＮＴＴ再編成の趣旨が没却されることが

ないよう、電気通信事業における公正な競争の確保に支

障を及ぼすおそれがないと認められることを認可の要件

としているものである。 

 

■ なお、ＮＴＴの組織問題については、「ブロードバンドの

普及状況やＮＴＴの中期経営戦略の動向などを見極めた

上で２０１０年の時点で検討を行い、その後速やかに結

論を得る」（「通信・放送の在り方に関する政府・与党合

意」（０６年６月２０日）とされている。 
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意見３６ ＮＴＴ東西の加入電話の移行をてこにしたひかり電話の営業行為についてすでに公正競争

上問題となる事例が発生していることから、ＮＴＴ東西に当該営業行為の適正化等を求める等の所

要の措置を講じる必要がある。 

 考え方３６ 

（ス）ＮＴＴ東西の加入電話の移行をてこにしたひかり電話の営業行為は、公正競争上問題である

との指摘（意見６７）について 

 

■ 検証結果案にて記載されている通り、本件については不適切な具体的事例がすでに発生し公正競

争上の問題が生じております。 

・  そのため、NTT 東西殿における広告物適性の取り組みについて注視するだけではなく、NTT 東西

殿の広告物審査組織における事前チェック方法や進捗状況等について報告頂き、事前チェックが適

正に実施されているかの検証が必要であると考えます。 

・  また、加入電話からの移行をてこにしたひかり電話（ＦＴＴＨサービス）の営業行為は、固定電話市

場でシェアを有しない競争事業者が最も追随できない営業手法であり、公正競争上、大きな問題です

ので、厳格な運用と注視が行われることを要望します。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

■ 検証結果（案）に示されているとおり、「加入電話からＮＴＴ西日本のひかり電話への移行が公的施

策であるかのような誤解を招きかねない広告物」の配布や、ジュピターテレコムが指摘しているとお

り、「『地デジ対策』を前面に押し出し、ＮＴＴ東日本のロゴを冠した広告をテレビ、鉄道、新聞等で広範

囲かつ大々的に展開」するといった広告手法は、公社時代から認知されてきたＮＴＴのブランド力を活

用したものであり、事業者間の公正競争上の問題を招く可能性もあるため、これらの宣伝・広告手法

は一切禁止されるべきであり、訂正広告等、適正化のために必要な措置を早急に講じるべきと考え

ます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ ・本検証結果案において、「ＮＴＴ東西は０８年６月に設置した広告物の審査組織において、すべて

の広告物の事前チェックを行うなど広告物の適正化を推進している等としており、ＮＴＴ東西の宣伝・

広告手法の適正化の状況について引き続き注視していく」とされていますが、そもそもこれらは営業

活動の一部分に過ぎない以上、NTT 東西殿の宣伝・広告手法の適正化のみでは、ひかり電話の営

業行為に係る措置としては不十分です。従って、当該問題に係る検証のためには、NTT 東西殿にお

ける営業活動全般に渡る調査が必要であり、例えば営業活動に使用される営業マニュアルの内容の

調査といったような追加的措置が必要と考えます。 

•  また、広告物に関しては、実際に NTT 西日本地域における県域等子会社において不適切な広告

物が配布されていた事実が認められた以上、引き続き注視という措置だけでは不十分です。加えて、

■ 本件については、ＮＴＴ東西は０８年６月に設置した広告

物の審査組織において、すべての広告物の事前チェック

を行うなど広告物の適正化を推進している等としており、

ＮＴＴ東西の宣伝・広告手法の適正化の状況について引

き続き注視していくことを検証結果に盛り込んだところで

あり、０９年度の競争セーフガード制度の運用等を通じ公

正競争確保上の問題が認められる場合には速やかに所

要の措置を講じる。 
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NTT 東西殿における広告物の審査組織設置後の 2009 年 1 月に、NTT 東日本地域のある県域等子

会社から、自社があたかも NTT 東日本殿であると騙るような表示がなされたダイレクトメール（別添

資料を参照願います）が顧客に送付されている事実を考慮すると、その審査組織が有効に機能して

いるかという点については疑問を禁じえません。従って、不適切な広告物配布の再発防止の観点か

ら、NTT 東西殿に対し、広告物の審査組織における審査体制、審査の手法、審査件数、あるいは審

査によって修正がなされた事案の有無等について報告を義務付けるべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

意見３７ ＮＴＴ西日本が提供している「光ぐっと割引」は関西圏における競争環境に影響を与えてい

ることから、料金設定の適正性について検証を行う必要がある。 

 考え方３７ 

（セ）ＮＴＴ西日本がキャンペーンと称して平成１７年から開始した「光ぐっと割引」は、恒常的に提供

されているため、適正コストを下回る料金設定になっていないかとの指摘（意見６９）について

 

■ ・ＮＴＴ西日本がキャンペーンと称して平成１７年から開始した「光ぐっと割引」は、実質的に３年以上

継続して実施され、恒常的な料金メニューとなっていることから、現に関西圏における競争環境に影

響を与えていると認識しております。 

そのため、約款料金だけでなく、 「光ぐっと割引」を適用した場合の料金を含めて、料金設定の適

正性を検証いただくよう要望いたします。 

（ケイ・オプティコム） 

 

■ 本件については、競争事業者を排除又は弱体化させる

ために適正なコストを著しく下回る料金を設定すること

等、競争阻害的な行為がなされていないかどうか引き続

き注視していくことを検証結果に盛り込んだところであり、

０９年度の競争セーフガード制度の運用等を通じ公正競

争確保上の問題が認められる場合には速やかに所要の

措置を講じる。 

 

 

 

ウ）その他の事項 

意見３８ ＮＴＴ東・西の屋内配線については第一種指定電気通信設備として指定し、屋内配線の転

用・使用及び工事等について、ルール化に向けた議論を行うことが必要。 

 考え方３８ 

（ア）ＮＴＴ東西がフレッツ光の単独設置を条件として棟内光ファイバを無償で提供する営業活動は、

公正競争の排除につながるため問題との指摘（意見６２）について 

 

■ 屋内光ファイバの転用については、ビジネスベースの協議となるため、提供範囲の同等性や、料金

の算定根拠が不明である等、ＮＴＴ東・西自身と競争事業者との公正競争条件の確保に限界がある

と考えます。 

したがって、ＮＴＴ東・西の屋内配線については第一種指定電気通信設備として指定し、屋内配線

の転用・使用及び工事等について、ルール化に向けた議論を行うことが必要と考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 屋内配線の転用ルールについては、本年２月２４日に

情報通信審議会に諮問した「電気通信市場の環境変化

に対応した接続ルールの在り方について」の中で審議さ

れているところであり、その結果等を踏まえ、適切に対処

する考えである。 

 

 



 ４１

■ ＦＴＴＨの屋内（棟内）配線は、事業者変更に伴い、既存配線の撤去・新規配線の施設が必要になる

ことで、既存事業者によるロックイン効果が大きく、ＦＴＴH 市場において支配的地位にあるＮＴＴ東・西

が無償などの条件を提示しつつＦＴＴＨを一体で屋内（棟内）配線を提供することは、市場独占を強化

する行為であり、公正な競争の排除につながるため問題であると考えます。 

（テレサ協） 

 

意見３９ 特定関係事業者制度について、ＮＴＴグループの一体的経営を防止する観点から、対象事

業者にＮＴＴドコモ、ＮＴＴデータ等を追加する必要がある。また、競争セーフガード制度に基づく昨

年度の検証結果及び今年度の検証結果案においてＮＴＴ東西と県域等子会社の役員兼任状況

の報告を求めていることを踏まえると、ＮＴＴ東西の県域等子会社についても特定関係事業者に

追加する等の措置を講じる必要がある。 

 考え方３９ 

（イ）ＮＴＴドコモ等をＮＴＴ東西の特定関係事業者に追加すべきという指摘（意見４５、４６）について 

 

■ 競争の領域が、移動体・映像・ソリューション領域等へ拡大することに伴い、ＮＴＴグループ連携が

益々強化されています。このため、ＮＴＴグループの共同的・一体的な市場支配力の濫用を防止する

観点から、まずは役員兼任等によるＮＴＴグループ一体経営を防止するため、特定関係事業者として

ＮＴＴドコモ・ＮＴＴデータ・ＮＴＴ－ＭＥ等を指定することが必要と考えます。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ ・本検証結果案において、「現時点においては、昨年度の検証結果を変更する特段の事情は認め

られない」こととされていますが、IP 化の進展等に伴い、ホーム U サービスの開始等、FMC サービス

を始めとした NTT グループの連携が近年高まっているのは厳然とした事実であり、共同的・一体的

な市場支配力の濫用が懸念されるところです。 

•  加えて、電気通信事業者以外の子会社・関連会社との関係においても、NTT 東西殿と県域等子会

社の役員兼任の実態報告に対する指導が 2 年連続で行われており、明らかに昨今の環境下では、

現行の規制の枠組みでの対処に限界が生じていることを示しています。 

•  このような環境変化を踏まえれば、特定関係事業者の対象を NTT ドコモ殿・株式会社 NTT データ

殿等に拡大すると共に、県域等子会社についても特定関係事業者等の競争ルールの適用対象範囲

に加える時期にあるものと考えます。 

・  なお、仮に、現時点での特定関係事業者の対象追加が時期尚早であるとすれば、今後どのような

事情（環境変化）が生じた場合に見直しを行うのか、その対応の指針を明確に示す必要があると考え

ます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 電気通信事業法第３１条第１項及び第２項の特定関係

事業者に関する規制は、同法第３０条第３項に係る禁止

行為規制の適用による対処のみでは公正競争の確保に

十分でないと考えられるものについて、特定関係事業者

の指定を行うことにより、厳格なファイアーウォールを設

けるものである。 

 

■ 本件については、昨年度の検証結果ではまずは競争セ

ーフガード制度の運用を通じ、電気通信事業法第３０条

第３項に係る禁止行為規制の適用による対処のみで十

分なものであるか否かを検証することが適当であり、当

該検証の積み重ねを踏まえ、所要の措置を講じることの

適否について改めて検討していくとしたところであり、現

時点においては、昨年度の検証結果を変更する特段の

事情は認められないことを検証結果に盛り込んだところ

であり、０９年度以降の競争セーフガード制度の運用を通

じた検証を積み重ね、所要の措置を講じることの適否に

ついて改めて検討していく。 
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■ 【当社意見】 

・  NTT 東西殿の営業活動や業務を受託し NTT 東西殿の実行部隊ともいえる県域等子会社について

は、禁止行為規制の適用対象外であり、ファイアーウォールが一切設けられていない状況となりま

す。そのため、県域等子会社に対しては早急に特定関係事業者としての指定が必要であると考えま

す。 

・  また、昨年度の本制度に係る NTT 東西殿の報告内容は定性的な内容に留まっており、本内容を

もって検証を積み重ねたとしても本制度の形骸化につながる虞があります。そのため本年度以降に

おいてはそれぞれの報告内容において更に定量的な報告及び検証が行われることを強く要望致しま

す。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

■ ［弊社意見］ 

昨年度の競争セーフガード制度に基づく検証に引き続き、ＮＴＴドコモやＮＴＴ東西の県域等子会社

等に係る問題点や懸念が指摘されていることを踏まえると、既に電気通信事業法第３０条第３項に係

る禁止行為規制の適用だけでは十分でないと考えます。 

 よって、早急にＮＴＴドコモやＮＴＴ東西の県域等子会社を特定関係事業者として指定すべきであると考

えます。 

（ケイ・オプティコム） 

 

 

その他 

意見４０ ＮＴＴグループの共同資材調達については、注視事項として明確に位置づけ、ＮＴＴグルー

プの取引状況の継続的監視を行う等の措置を講じる必要がある。 

 考え方４０ 

■ NTT グループの共同資材調達の有無の検証のとともに、個別の資材調達の公開入札や、子会社

を通じた実質的な共同資材調達を禁止する追加措置を検討すべきという指摘について（意見５４） 

・  本検証結果案において、「引き続き競争セーフガード制度の検証を通じて検討を行っていく」ことと

していますが、NTT グループの共同資材調達の有無については、競争事業者からの立証には限界

があります。従って、本件については NTT グループの主張に依存することなく、総務省殿において、

NTT グループの言い分を鵜呑みにするのでなく、ベンダーへのヒアリング等、実質的な検証作業を行

う、あるいは注視事項として明確に位置づけ、NTT グループの取引状況の継続的監視を行う等の対

応をすべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

 

■ 本件については、「日本電信電話株式会社の移動体通

信業務の分離の際における公正有効競争条件」（５）及び

「ＮＴＴの承継に関する基本方針」（四）に関連し、引き続き

競争セーフガード制度の検証を通じて検討を行っていく。 
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意見４１－１ ＮＴＴコミュニケーションズはＮＴＴ再編時に取得した加入者情報を利用した不適切な営

業活動を行っており、マイラインサービスでＮＴＴコミュニケーションズのサービスを利用していない

顧客の情報を廃棄させる等の措置を講じる必要がある。 

 考え方４１ 

■ ＮＴＴコミュニケーションズはＮＴＴ再編時に取得したすべての加入者情報を現在でも活用している

が、マイライン制度導入の経緯等を考えると不適切であり、当該情報の営業活動利用の禁止が必要

との指摘について（意見５６） 

・  今年度検証結果案において、「ＮＴＴ東西及びＮＴＴコミュニケーションズに対し、顧客情報システム

の共有の解消状況について報告を要請し、ＮＴＴ東西及びＮＴＴコミュニケーションズからの平成１５年

度報告において、データベースの分離が完了した旨の報告を受けたところであり、顧客情報システム

の共有は解消されたものと承知している」と総務省殿は示しておりますが、本件の問題点は NTT コミ

ュニケーションズ殿が NTT 再編時に取得した加入電話サービスに係る加入者情報をいまだにアウト

バウンド営業等に活用している点であり、すなわち顧客情報システムの共有の解消をもって解決する

問題ではないことから、当該総務省殿の考え方は視点がずれており調査が不十分なものと考えま

す。 

・  従って、本件について総務省殿におかれては、NTT コミュニケーションズ殿が NTT 再編時に承継

した契約者情報の利用実態について調査を行うとともに、マイラインサービスで NTT コミュニケーシ

ョンズ殿を選択していないユーザの顧客情報を直ちに廃棄させる等、当該加入者情報の営業活動利

用を禁止する措置を講じるべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

■ 本件について、ＮＴＴコミュニケーションズは、マイライン

制度導入以降、ＮＴＴコミュニケーションズの利用実績が

ない利用者に対して、ＮＴＴ再編成時に取得した加入者情

報を用いたアウトバウンド営業を行っていないとしてい

る。 

   当該措置の運用が徹底されない場合には、「ＮＴＴの承

継に関する基本方針」（九）に抵触するおそれがあること

から、引き続き注視していく。 

 

 

意見４１－２ ＮＴＴコミュニケーションズは、ＮＴＴ再編時に引き継いだ顧客情報を用いたアウトバウン

ドの営業活動は行っていない。 

■ 【意見】 

「競争セーフガード制度の運用に関する意見募集（２００８年度）の再意見の募集」に対する弊社再

意見を提出したところですが、補足意見を提出させていただきます。 

弊社はマイライン制度導入以降、弊社の利用実績がないお客さまに対して、NTT 再編成時に引き

継いだ加入者情報を用いたアウトバウンド営業を行っておりません。このようなソフトバンク殿から提

出された意見は、弊社が加入者情報を不正に利用しているかのような誤解を広く一般に招きかね

ず、弊社の正当な営業活動を阻害するものであることから、甚だ遺憾であると考えます。 

なお、弊社の契約代理店等が自ら集めた情報を基に営業を行っている場合があります。 

（ＮＴＴコミュニケーションズ） 

 

意見４２ 携帯端末マルチメディア放送の健全な発達を図る上では公正競争確保の観点からの検討

も必要であり、ＮＴＴドコモによる放送事業者への出資規制の在り方については十分な検討が必要

 考え方４２ 
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である。 

 （意見６４） ＮＴＴドコモの放送事業者への出資条件は、「実質的な支配」の有無だけでなく、出資に

よる社会的影響の度合いや弊害が生じる蓋然性等を総合的に判断すべき、について 

 

■ 携帯電話向けマルチメディア放送市場の健全な発達を図る上では公正競争確保の側面からの検

討も必要であり、携帯電話市場において約 5 千 4 百万契約者を有し NTT グループを実質的に牽引

する NTT ドコモ殿による放送事業への出資規制緩和については、十分に議論されるべきであると考

えます。 

・  そのため、本検討については個別に議論するのではなく、2010 年の NTT 組織問題の中で NTT グ

ループ全体の問題のひとつとして取り上げたうえで検討することが最適であると考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

■ 「ＮＴＴドコモ殿による放送事業への出資規制緩和につ

いては、十分に議論されるべき」という御意見について

は、これまでの整理も踏まえつつ、御意見にもあるとお

り、携帯端末向けマルチメディア放送の健全な発達を図

る観点から、総合的に判断することとなる。 

 

意見４３ ＮＴＴ東西によるＡＤＳＬサービスの未解除状態におけるＢフレッツへの屋内配線切替えは

結果として利用者利便を損なう行為であるとともに、公正競争に影響を及ぼさないか注視が必要

である。 

 考え方４３ 

 （意見 68）ＡＤＳＬサービスの未解除状態における B フレッツへの屋内配線切替えなど、独占的な地

位を利用した営業実態について、改めて検証をおこなうべき、について 

 

■ 本意見に対する NTT 東西殿の再意見をみますと、ユーザ意向によるとしながらもサービス提供中

の事業者に対して相談・同意を得ずに規定の解約フローに反し B フレッツへの切り替えを実施してい

ることを認められておりまずが、結果としてユーザからのクレームとなり利便性を損なう結果となって

いることを十分に認識して頂く必要があると考えます。 

・  ＮＴＴ東西殿においては、本事案のように却ってお客様の不利益につながるような行為は今後実施

することのないよう要望すると共に、これに類する公正競争上に影響を及ぼす対応についても、今後

も本制度を通じて注視することが必要と考えます。 

（イー・アクセス、イー・モバイル） 

 

■ 屋内配線の切替工事のフローについては、ユーザ意向

を踏まえた事業者間での合意に基づき行うことが望まし

いが、当該合意に反するような形で工事が行われている

のであれば、事業者間で協議を行った上で必要な見直し

を行うことが適当である。 

 

 

意見４４ ＮＴＴグループ各社のブランド使用はすでに競争に影響を与えていると考えられることか

ら、ＮＴＴグループ各社におけるブランド使用の効果の分析・検証を行い、ルール整備を行うべきで

ある。 

 考え方４４ 

■ 公正競争環境確保のため、ＮＴＴグループ各社のブランド使用に関して早急にルール整備が必要で

あり、ブランド効果の分析・検証に着手すべきとの指摘について（意見７３） 

・  本検証結果案において、「総務省としては、NTT のブランド力と公正競争の関係について引き続き

注視していく考えである」と示されていますが、昨年度に引き続き今年度も「注視」すると示すのみで

■ 本件については、「ＮＴＴ東日本－○○」等の県域等子

会社の社名については法制上特段の制約はないもの

の、ＮＴＴ東西と誤認される可能性は否定できないことか

ら、公正競争確保及び利用者保護の観点から問題が生
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は、実質、問題を解決するための検討が先送りにされているに過ぎず、NTT グループと競争事業者

間の公正競争環境確保は実現しません。「競争セーフガード制度の運用に関する再意見募集（2008

年度）」に対する弊社再意見書（2008 年 9 月 29 日）において詳述したとおり、「電気通信事業におけ

るグループ・企業ブランド力調査」（株式会社シード・プランニング 2008 年 9 月 17 日公表）の結果等

を踏まえると、NTT のブランド力はすでに競争に影響を与えていると考えられることから、NTT のブラ

ンド使用に関するルール整備が早急に必要です。 

・  具体的には、「電気通信事業分野における競争状況の評価 2007」（2008 年 9 月 5 日公表）におけ

る評価結果において、「NTT グループとしての歴史や総合的事業能力をどう考えるべきかという点」

については「豊富なデータに基づく精密な分析を行った上で十分な議論を行うことが必要」と示されて

いることも考慮し、総務省殿におかれては、NTT グループ各社におけるブランド使用とそれが市場環

境に与える影響等に関して調査と検証を行い、その結果を踏まえて「NTT」ブランドの使用制限等の

ルール整備を行って頂きたいと考えます。特に、「NTT 東日本-〇〇」といった社名は、前述のとおり

すでに NTT 東西殿と誤認されている事実があるものと考えられることから、直ちに使用の中止を

NTT 東西殿に求めるべきです。 

•  なお、本件は参考資料において「注視」すると示されている以上、検証結果本文中においても注視

事項としても明記されるべきと考えます。 

（ソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイル） 

 

じていないかどうか引き続き注視することを検証結果に

盛り込んだところであり、０９年度の競争セーフガード制

度の運用等を通じ公正競争確保上の問題が認められる

場合には速やかに所要の措置を講じる。 

 

■ なお、「電気通信事業分野における競争状況の評価２

００６」（０７年７月総務省公表）においては、戦略的評価

として「隣接市場間の相互関係に関する分析」を行ったと

ころであるが、この中において、以下のように分析を行っ

ているところであり、総務省としては、ＮＴＴのブランド力と

公正競争の関係について引き続き注視していく考えであ

る。 

 

「隣接市場間における事業者選択の一定の相関関係

は、企業ブランドや料金設定、営業戦略等も反映した結

果と考えられ、競争政策上直ちに問題となる事象とは必

ずしも言えない。 

ただし、事業者選択理由について分析を行った結果、

ＮＴＴグループのサービスの選択者はブランド力を重視

し、その他の事業者のサービスの選択者は料金の安さ

を重視する傾向にあることが示唆されている。 

このような傾向については、単にボトルネック設備の有

無にとどまらず、ＮＴＴグループとしての歴史や総合的事

業能力をどう考えるべきかという点にもつながりうるもの

であるが、この点については、豊富なデータに基づく緻密

な分析を行った上で十分な議論を行うことが必要となろ

う。競争評価としては、引き続き利用者の需要動向の変

化をフォローした上で、異なる市場間における事業者選

択に相関が生じる理由について、競争政策的観点から

問題となるものとならないものを峻別した上で、より詳細

に分析を行っていく必要がある。」 

 

■ ０７年７月に改正した「東・西ＮＴＴの業務範囲拡大に係

る公正競争ガイドライン」において、ＮＴＴ東西がＮＴＴドコ
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モと連携して活用業務に該当するＦＭＣサービスを提供

する場合において、ＮＴＴドコモと共同営業を行うとすれ

ば、ＮＴＴ東西とＮＴＴドコモのブランド力が相乗的に機能

する等により、公正競争が阻害されることが懸念されるこ

とから、ＮＴＴ東西は上記連携によるＦＭＣサービスの提

供に当たってＮＴＴドコモの提供するサービスと同一の名

称によるサービスの提供を行わないことを条件として掲

げたところである。 

 

意見４５ 公益法人として認可された財団法人がフレッツ光等のサービスの営業活動を行っている事

例が見受けられることから、実態を把握するための検証を行う必要がある。 

 考え方４５ 

■ 公衆電話の利用者の便益増進を図ること、国民生活の充実に資するとともに電信電話事業の発展

に寄与することなどを目的に、公益法人として認可された財団法人（日本公衆電話会）が、実質的に

特定事業者（ＮＴＴ東・西）の競争サービス（フレッツ光等）の営業活動を行っている事例が見受けられ

ます。 

ユニバーサルサービスとして基金補助を受けている公衆電話事業からフレッツ光等への内部相互

補助等が行われていることの懸念もあるため、より踏み込んだ検証を行い、実態を把握することが必

要と考えます。【別冊：資料５参照】 

 

                                                                 

 

＜事例＞ 

① 主な会員特典には、「会員に有効な新しいメディア情報の提供」として「ＮＴＴからの新サービスのご

紹介」や、「その他のメリット」として「ＢフレッツやＡＤＳＬなどインターネットサービスのお得な販売取次

ぎ」があるとされている。 

② 会費は、「ＮＴＴから支払われる公衆電話受託手数料と相殺していただくこととなっています」とされ

ている。 

③ 「Ｂフレッツ・ＡＤＳＬ情報取次において顕著な成果を収められた」会員、また、「Ｂフレッツ契約の増

進につながるラック設置取次に貢献された」会員に対し、会長表彰が行われている。 

（ＫＤＤＩ） 

 

■ 御指摘の（財）日本公衆電話会の事業活動について

は、引き続き、「公益法人の設立許可及び指導監督基

準」に基づいた適切な指導監督に努めていく。 

また、一般論として、電気通信事業法第２９条第１項に

該当すると認められる場合には、業務改善命令の対象と

なり得るところであり、状況について引き続き注視してい

く。 

 

 （ユニバ料）→ 
ＮＴＴ東・西 会員 財団法人 

→（公衆電話委託料）→ →（会費）→ →（ＮＴＴ東・西のフレッツ光等の販売） 

 

 

 


